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〈
研
究
資
料
〉

ポ
ン
ペ
の
日
本
史
観

フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ク
レ
イ
ン
ス
　
　
　

は
じ
め
に

　
幕
末
に
オ
ラ
ン
ダ
の
第
二
次
海
軍
派
遣
隊
の
一
員
と
し
て
五
年
間
日
本

に
滞
在
し
た
ポ
ン
ペ
・
フ
ァ
ン
・
メ
ー
ル
デ
ル
フ
ォ
ー
ル
ト

J. 
L
. 

C
. 

P
o
m
p
e van

 M
eerd

ervo
o
rt

（
一
八
二
九
〜
一
九
〇
八
、
以
下
「
ポ
ン
ペ
」

と
略
記
）
と
い
う
人
物
は
日
本
で
最
初
に
西
洋
医
療
の
系
統
的
教
育
を
試

み
た
軍
医
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
滞
在
の
回
想
録
『
日
本
に
お
け
る

五
年
間
（
一
八
五
七
　
一
八
六
三
）
　
日
本
帝
国
お
よ
び
そ
の
国
民
の
知

識
へ
の
寄
与
』V

ijf 
ja
ren
 
in
 
Ja
pa
n
.  

（1857-1863.

） B
ijd
ra
gen
 
tot 

d
e 
k
en
n
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h
et 
Ja
pa
n
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K
eizerrijk

 
en
 
zijn
e 
bevolk

in
g
. 

L
eid

en
 
: 

V
a
n
 
d
en

 
H
eu

v
el 

en
 
V
a
n
 
S
a
n
ten

, 
1
8
6
7
-1
8
6
8
. 

2 

vo
l

）
1
（

s.

（
以
下
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
と
称
す
る
）
の
著
者
と
し
て
も
有
名
で

あ
る
。

　『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
は
二
部
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
二
部
は
ポ
ン
ペ

が
日
本
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
扱
っ
て
い
る
。
こ
の

部
は
沼
田
次
郎
氏
と
荒
瀬
進
氏
が
既
に
和
訳
し
た
）
2
（

。
両
氏
は
、
企
画
上
の

都
合
か
ら
、
第
一
部
に
属
す
る
第
一
章
か
ら
第
五
章
を
省
略
せ
ね
ば
な
ら

ず
、
ポ
ン
ペ
自
身
の
活
動
、
オ
ラ
ン
ダ
海
軍
派
遣
隊
の
業
績
、
当
時
の
国

際
関
係
に
つ
い
て
の
ポ
ン
ペ
の
分
析
な
ど
を
収
め
る
第
二
部
を
原
著
の
本

論
と
位
置
づ
け
、
そ
の
和
訳
を
第
二
部
の
第
六
章
及
び
第
七
章
に
限
定
し

た
。

　
一
方
、
第
一
部
は
ポ
ン
ペ
が
日
本
文
化
に
つ
い
て
ま
と
め
た
諸
論
文
で

あ
る
。
こ
の
第
一
部
は
第
二
部
と
は
異
な
る
意
味
で
重
要
で
あ
る
。
ポ
ン

ペ
の
日
本
滞
在
経
験
は
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
を
は
じ
め
と
す
る
江
戸
で
幕
府

の
役
人
に
よ
っ
て
日
本
人
か
ら
隔
離
さ
れ
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
外
国
使

節
と
か
な
り
異
な
る
性
質
を
も
っ
て
い
た
。
西
洋
人
と
日
本
人
と
の
接
触

が
ま
だ
極
め
て
少
な
い
時
期
に
、
ポ
ン
ペ
は
医
者
や
教
育
者
の
立
場
で
多

く
の
日
本
人
と
親
密
に
接
し
た
。
長
崎
の
海
軍
伝
習
所
で
は
松
本
良
順
の

よ
う
な
優
れ
た
弟
子
を
も
ち
、
九
州
を
旅
し
た
際
に
は

摩
藩
主
島
津
斉

彬
お
よ
び

摩
藩
士
な
ど
と
も
面
会
し
、
さ
ら
に
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国
し
た
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後
も
日
本
か
ら
の
派
遣
留
学
生
の
世
話
を
し
、
ロ
シ
ア
の
日
本
公
使
館
で

嘗
て
の
弟
子
で
あ
っ
た
榎
本
武
揚
を
補
佐
し
た
。
こ
れ
ら
の
実
績
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
ポ
ン
ペ
は
西
洋
人
と
し
て
、
高
い
地
位
の
日
本
人
と
嘗
て

な
い
信
頼
関
係
を
築
い
た
。

　
ま
た
、
実
際
に
日
本
文
化
に
対
す
る
生
き
生
き
と
し
た
関
心
を
も
っ
て

い
た
ポ
ン
ペ
の
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
は
当
時
多
く
出
回
っ
て
い
た
日
本

滞
在
記
と
違
っ
て
、
滞
在
時
の
状
況
報
告
書
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
日
本

国
、
日
本
人
、
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
掘
り
下
げ
た
研
究
書
で
も
あ
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ポ
ン
ペ
は
ケ
ン
ペ
ル
、
テ
ィ
チ
ン
グ
、
シ
ー
ボ
ル

ト
の
日
本
研
究
の
系
統
を
受
け
継
い
だ
研
究
者
で
あ
り
、
そ
の
「
日
本

誌
」
は
先
達
の
作
業
を
完
成
さ
せ
、
日
本
文
化
の
最
も
深
い
理
解
に
達
し

た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
見
る
と
、

ポ
ン
ペ
が
先
達
の
「
日
本
誌
」
を
ど
の
よ
う
に
発
展
さ
せ
た
か
、
ま
た
そ

の
日
本
文
化
理
解
が
同
時
期
に
日
本
に
滞
在
し
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
ら
の
理

解
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
が
文
化
交
流
史
の
上
で
も
意
義
の
あ
る
課
題

で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
の
第
一
部
第
一
章
の
中
の
一
三
頁
か

ら
四
一
頁
ま
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
日
本
史
の
記
述
を
取
り
上
げ
、
本
稿

第
一
部
で
そ
の
和
訳
を
掲
載
し
、
第
二
部
で
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
を
典
拠
と

照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
分
析
し
、
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
観
が
如
何
な
る
特
殊

性
を
有
す
る
も
の
か
に
つ
い
て
論
じ
る
。
本
稿
で
の
訳
語
の
選
定
に
つ
い

て
は
原
則
と
し
て
意
訳
に
せ
ず
、
オ
ラ
ン
ダ
語
原
語
に
対
し
て
、
当
時
の

オ
ラ
ン
ダ
人
が
読
ん
で
認
識
し
た
意
味
に
近
い
訳
語
を
選
定
し
た
。
例
え

ば
、keizer

は
意
訳
の
「
将
軍
」
で
は
な
く
、
直
訳
の
「
皇
帝
」
に
し
た
。

ま
た
、
日
本
の
固
有
名
詞
や
特
殊
名
称
に
つ
い
て
は
原
文
の
オ
ラ
ン
ダ
語

の
発
音
に
準
ず
る
よ
う
に
片
仮
名
で
表
記
し
、
そ
の
後
に
原
綴
り
を
注
記

し
、
日
本
語
を
括
弧
の
中
で
示
し
た
。
な
お
、
原
綴
り
に
誤
り
や
相
違
が

あ
っ
て
も
、
す
べ
て
原
文
通
り
に
表
記
し
た
。
ア
ジ
ア
の
国
名
も
同
様
に

示
し
た
。
た
だ
し
、Jap

an

は
「
日
本
」
と
し
た
。
原
文
の
注
釈
は
＊

で
示
し
、
本
文
中
の
各
段
落
の
後
に
挿
入
し
た
。

第
一
部
　
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
（
和
訳
）

〔
題
目
〕

第
一
章

日
本
帝
国
の
古
い
歴
史
　
　
宗
教
的
お
よ
び
世
俗
的
な
支
配
　
　
ミ
カ
ド

と
シ
ョ
ー
グ
ン
　
　
皇
帝
諮
問
機
関
　
　
国
家
の
上
級
お
よ
び
下
級
の
政

務
機
関
　
　
内
政
　
　
現
在
ま
で
の
世
俗
君
主
継
承
者
表
）
3
（

　〔本
文
〕

　
序
文
で
記
し
た
よ
う
に
）
4
（

、
日
本
帝
国
）
5
（

の
「
完
全
な
」
歴
史
を
提
供
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
本
で
起
こ
っ
た
こ
と
に
対
す
る

我
々
の
知
識
は
ま
だ
余
り
に
少
な
く
、
ま
た
、
我
々
が
調
べ
る
こ
と
の
で

き
る
典
拠
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
利
用
で
き
な
い
。
と
い
う

の
も
、
日
本
人
は
す
べ
て
に
つ
い
て
こ
の
上
な
く
精
密
に
記
録
し
た
と
て

も
完
全
な
歴
史
書
を
持
っ
て
い
る
（
＊
）

が
、
こ
れ
ら
の
著
作
は
手
に
入
れ
に
く

く
、
仮
に
そ
れ
ら
を
入
手
で
き
た
と
し
て
も
、
誰
が
そ
れ
を
翻
訳
で
き
る
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だ
ろ
う
か
。
日
本
語
を
数
年
で
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
ホ
フ
マ
ン

H
o
ffm

an
n

教
授
が
三
十
年
以
上
倦
む
こ
と
な
く
研
鑽
を
積
み
重
ね
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
そ
の
よ
う
な
翻
訳
作
業
の
で
き
る
唯
一
の
人
と
な
っ
て
い
る
）
6
（

が
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
言
語
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
上
で
の
障
害
の
程

を
十
分
に
物
語
っ
て
い
る

（
＊
＊
）

。

　　
＊
私
が
収
集
し
た
日
本
の
書
籍
、
そ
れ
ら
の
大
部
分
は
、
序
文
で
触
れ
た
よ

う
に
カ
リ
プ
ソ
号
の
難
破
で
失
わ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
二
十
二
部
の
大
冊
か

ら
な
る
日
本
史
も
含
ま
れ
て
い
た）

7
（

。

　
＊
＊
英
国
政
府
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
通
訳
者
を
イ
ギ
リ
ス
の
使
節
団
に
参
加
さ

せ
た
。
彼
ら
の
目
的
は
日
本
語
の
学
習
に
集
中
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

方
々
や
宣
教
師
の
内
の
何
人
か
の
人
々
に
、
翻
訳
作
業
を
効
果
的
に
行
う
上
で

必
要
な
言
語
知
識
の
獲
得
を
比
較
的
短
期
間
で
期
待
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
日
本
国
民
に
関
す
る
我
々
の
知
識
が
改
善
す
る
だ
ろ
う
。
書
記
の
ガ

ワ
ー）

8
（

氏 A
. G

o
w
er

、
イ
ギ
リ
ス
使
節
団
の
通
訳
者
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ

ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト）

9
（

君

Jh
r. 

A
lexan

d
er 

vo
n
 
S
ieb

o
ld

、
フ
ラ
ン
ス
使
節
団
に

加
え
ら
れ
た
メ
ル
メ）

10
（

神
父

ab
b
e 

M
erm

et

、
ア
メ
リ
カ
聖
公
会
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
宣
教
師
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ）

11
（

W
illiam

s

は
、
こ
の
学
習
に
お
い
て
大
き
な

進
歩
を
遂
げ
て
い
る
。

　　
し
か
し
、
さ
ら
に
、
多
く
の
日
本
人
が
自
分
の
国
に
つ
い
て
伝
え
て
き

た
報
告
を
真
実
と
し
て
受
け
取
る
に
は
極
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
い
う
の
も
、
特
に
日
本
の
い
わ
ゆ
る
通
訳
者
た
ち
は
自
分
の
国
に

つ
い
て
故
意
に
誤
っ
た
報
告
を
し
て
い
る
と
私
自
身
の
経
験
か
ら
度
々
確

信
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
れ
ら
の
役
人
達
は
概
ね
下
級
に
属
し
、

国
家
政
治
を
十
分
に
知
ら
ず
、
多
く
の
重
要
な
こ
と
に
つ
い
て
不
案
内
で

あ
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
人
は
基
本
的
に
、
自
分
の
職
務
と
関
係
が
な

け
れ
ば
、
政
治
に
つ
い
て
考
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
自
分
の
無
知

を
隠
す
た
め
に
、
我
々
の
質
問
に
対
し
て
多
く
の
場
合
、
誤
っ
た
回
答
を

す
る
（
日
本
人
は
回
答
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
好
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
）。
昔

の
〔
オ
ラ
ン
ダ
人
著
者
の
〕
話
の
多
く
は
、
特
に
こ
れ
ら
の
通
訳
者
の
報

告
に
基
づ
い
て
い
る
が
、
日
本
が
鎖
国
し
て
い
た
当
時
は
、
こ
れ
ら
の
報

告
に
し
か
頼
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
＊
）

。
そ
の
た
め
に
日
本
に
つ
い
て
不

正
確
な
も
の
が
た
く
さ
ん
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　　
＊
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
に
は
エ
ン
ゲ
ル
ベ
ル
ト
・
ケ
ン
ペ
ル）

12
（

E
n
gelb

ert 
K
ae-

m
p
fer

、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
君

Jh
r. 

P
h
. 

V
o
n
 
S
ieb

o
ld

の
基
礎
的
文
献）

13
（

、
あ
る
い
は
こ
の
興
味
深
い
国
と
民
族
に
関
す
る
多
様
な
知
識

を
伴
っ
た
徹
底
的
な
学
問
的
追
究
を
示
す
、
長
年
の
努
力
の
成
果
た
る
他
の
著

作
は
含
ま
れ
な
い
。

　
同
様
に
、
ハ
イ
ゼ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
カ
ッ
テ
ン
ダ
イ
ケ）

14
（

騎
士

R
id
d
er 

H
u
ys-

sen
 
van

 
K
atten

d
ijk

e

、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク）

15
（

R
. 
A
lco

ck

、
リ
ン
ダ
ウ）

16
（

R
. 
L
in
-

d
au

の
諸
報
告
は
彼
ら
自
身
の
観
察
お
よ
び
経
験
の
成
果
で
あ
る
。
ケ
ン
ペ
ル

『
日
本
誌
』B

esch
rijvin

g 
van

 
Jap

an

、
フ
ォ
ン
・
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』

A
rch

ief vo
o
r d

e b
esch

rijvin
g van

 Jap
an

。

　
ハ
イ
ゼ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
カ
ッ
テ
ン
ダ
イ
ケ
騎
士
『
日
本
滞
在
日
記
抄
』
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U
ittrek

sel 
u
it 

h
et 

d
agb

o
ek

、
他
の
編
集
物
は
主
に
ケ
ン
ペ
ル
に
依
拠
し
て

い
る
。

　　
様
々
な
領
国
の
出
身
で
、
社
会
の
上
級
階
層
に
属
し
、
私
に
強
く
傾
倒

し
て
い
る
こ
と
を
様
々
な
機
会
に
確
信
さ
せ
て
く
れ
た
多
く
の
弟
子
の
内

の
何
人
か
と
の
親
交
に
よ
っ
て
、
私
は
多
く
の
状
況
を
研
究
し
、
他
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
に
は
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で

き
た
。

　
私
に
知
識
を
与
え
て
く
れ
た
人
々
の
「
名
前
」
は
以
下
の
報
告
に
お
い

て
稀
に
し
か
言
及
し
な
い
こ
と
を
好
意
的
に
解
釈
し
て
も
ら
い
た
い
。
昔

の
著
者
は
自
分
の
話
の
価
値
を
高
め
る
た
め
に
こ
う
し
た
こ
と
を
よ
く
行

っ
た
。
し
か
し
、
関
係
す
る
人
物
に
と
っ
て
名
前
を
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、

多
く
の
場
合
、
災
難
の
原
因
と
な
っ
た
。

　
私
は
情
報
提
供
者
に
は
言
及
し
な
い
と
い
う
約
束
の
下
に
情
報
を
受
け

取
っ
た
。
こ
の
約
束
を
守
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
必
ず
果
た
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
義
務
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
私

の
日
本
の
友
人
た
ち
に
そ
の
こ
と
で
不
愉
快
な
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
か

ら
で
あ
る
。
日
本
で
も
近
代
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
不

愉
快
な
思
い
は
昔
ほ
ど
不
運
に
繋
が
ら
な
く
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も

日
本
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
自
国
の
政
治
構
造
の
秘
密
を
伝
え
る
こ
と

は
厳
罰
を
も
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
読
者
の
知
ら
な
い
氏
名

に
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
、
事
実
の
価
値
を
高
め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
人
々
の
利
益
に
反
し
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
公
正
と
い
う
点
で
、
特

定
の
個
人
に
言
及
す
る
「
必
要
」
が
あ
る
場
合
を
除
け
ば
、
約
束
は
厳
格

か
つ
正
直
に
守
る
こ
と
と
し
た
。

　
歴
史
記
述
に
お
い
て
は
、
宗
教
と
世
俗
的
な
支
配
お
よ
び
皇
帝
諮
問
機

関
な
ど
に
つ
い
て
多
く
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
そ
の

都
度
、
話
を
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
つ

い
て
略
述
し
て
お
く
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
日
本
帝
国
の
初
期
の
歴
史
は
、
そ
の
起
源
に
関
す
る
架
空
の
物
語
を
信

じ
な
い
限
り
、
完
全
に
暗
闇
の
中
に
あ
る
。

　
紀
元
前
六
六
〇
年
以
降
に
つ
い
て
は
、
出
来
事
が
こ
の
上
な
く
正
確
に

記
録
さ
れ
た
適
切
な
歴
史
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
以
前
に
関

す
る
言
い
伝
え
に
つ
い
て
一
言
だ
け
言
及
し
た
い
と
思
う
。

　
彼
ら
の
最
初
の
記
録
は
我
々
の
天
地
創
造
よ
り
も
は
る
か
以
前
に
始
ま

る
と
さ
れ
る
。
そ
の
当
時
、
彼
ら
は
七
人
の
天
の
神
に
統
治
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
起
源
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ら
の
神
は
無
か
ら
生

み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
政
府
は
「
七
人
の
天
霊
の
統
治
）
17
（

」
テ
ン
・

ジ
ン
・
シ
チ
・
ダ
イ

T
en

-d
sin

-sitsi-D
a ï

〔
天
神
七
代
）
18
（

〕
と
呼
ば
れ
る
。

直
訳
す
る
と
、
七
人
の
大
き
な
天
霊
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
長
く
統
治
し

た
が
、
そ
の
統
治
が
ど
れ
だ
け
の
期
間
に
及
ん
だ
か
に
つ
い
て
は
定
ま
っ

た
記
録
は
な
い
。
最
初
の
三
人
は
未
婚
で
あ
り
、
後
の
四
人
は
既
婚
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
最
後
の
天
霊
イ
ィ
サ Jsa 

あ
る
い
は
イ
ザ
ナ
ギ
・
ノ
・

ミ
コ
ト

Izan
agi-n

o
-M

ik
o
to

〔
伊
弉
諾
尊
（
い
ざ
な
ぎ
の
み
こ
と
）〕
と

呼
ば
れ
る
も
の
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

Izan
am

i-n
o
-M

ik
o
to

(02)322
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〔
伊
弉
冉
尊
（
い
ざ
な
み
の
み
こ
と
）〕
と
の
結
婚
で
多
く
の
子
供
を
授
か

り
、
彼
ら
は
人
神
と
さ
れ
て
、
統
治
に
お
け
る
天
霊
の
後
継
者
と
な
っ
た
。

　
テ
ン
・
ジ
ン
・
シ
チ
・
ダ
イ
〔
天
神
七
代
〕
の
名
前
は
次
の
通
り
）
19
（

。

　
一
、
ク
ニ
・
ソ
コ
・
タ
ク
シ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

K
u
n
i-so

k
o
-tak

si-n
o
-

M
ik
o
to

〔
国
底
立
尊
（
く
に
の
そ
こ
た
ち
の
み
こ
と
）
20
（

）〕、
一
千
億
年
以

上
統
治
を
し
た
）
21
（

。

　
二
、
ク
ニ
・
サ
ツ
・
ツ
ィ
・
ノ
・
ミ
コ
トK

u
n
i-satsu

-tsi-n
o
-M

ik
o
-

to

〔
国
狭
槌
尊
（
く
に
の
さ
つ
ち
の
み
こ
と
）〕、
ほ
ぼ
同
じ
期
間
を
統
治
し
、

そ
の
後
継
者
も
同
様
で
あ
る
。

　
三
、
ト
ヨ
・
ク
ム
ス
・
ノ
・
ミ
コ
ト

T
o
jo
-k
u
m
u
su

-n
o
-M

ik
o
to

〔
豊

斟
渟
尊
（
と
よ
く
む
ぬ
の
み
こ
と
）〕、
こ
れ
ら
三
人
の
神
に
つ
い
て
の
記

憶
は
、
オ
オ
ミ O

o
m
i

〔
近
江
〕
と
い
う
国
に
彼
ら
の
た
め
に
設
立
さ
れ
、

彼
ら
の
名
前
が
付
さ
れ
た
神
殿
に
よ
っ
て
永
遠
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
三
人
の
最
初
の
天
の
神
は
未
婚
で
あ
り
、
宇
宙
に
浮
か
ん
で
い
た
。

　
四
、
ウ
ゥ
・
ヒ
ジ
ニ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

W
u
-h
id
sin

i-n
o
-M

ik
o
to

〔

土
煮
尊
（
う
い
じ
に
の
み
こ
と
）〕
は
結
婚
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
日
本

の
歴
史
記
述
者
が
表
現
し
て
い
る
よ
う
に
、
ス
・
ヒ
ジ
ニ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

S
u
-h
id
sin

i-n
o
-M

ik
o
to

〔
沙
土
煮
尊
（
す
ひ
じ
に
の
み
こ
と
）〕
と
一
緒

に
浮
遊
し
て
い
た
。
彼
ら
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
神
殿
は
イ
セ
ーIse

〔
伊

勢
〕
と
い
う
国
領
に
見
ら
れ
る
。
彼
ら
は
二
千
億
年
統
治
し
て
い
た
。

　
五
、
オ
オ
・
ト
ッ
ツ
ィ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

O
o
-to

tsi-n
o
-M

ik
o
to

〔
大

戸
之
道
尊
（
お
お
と
の
じ
の
み
こ
と
）〕、
オ
オ
・
ト
ベ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

O
o
-to

b
e-n

o
-M

ik
o
to

〔
大
苫
辺
尊
（
お
お
と
ま
べ
の
み
こ
と
）〕
と
結
婚

し
て
い
る
。

　
六
、
オ
モ
・
タ
ロ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

O
m
o
-taro

-n
o
-M

ik
o
to

〔
面
足
尊

（
お
も
だ
る
の
み
こ
と
）〕、
カ
シ
コ
・
メ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

K
asik

o
-m

e-n
o
-

M
ik
o
to

〔
惶
根
尊
（
か
し
こ
ね
の
み
こ
と
）〕
と
結
婚
し
、
二
人
と
も
前
任

者
と
同
じ
期
間
統
治
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
結
婚
は
純
粋
で
清
く
、
完
全

に
精
神
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
て
、
従
っ
て
子
孫
を
残
さ
な
か
っ
た
。

　
七
、
イ
ザ
ナ
ギ
・
ノ
・
ミ
コ
ト
〔
伊
弉
諾
尊
〕、
女
神
イ
ザ
ナ
ミ
・

ノ
・
ミ
コ
ト
〔
伊
弉
冉
尊
〕
と
結
婚
し
た
。
こ
の
結
婚
は
性
格
が
異
な
っ

て
い
て
、
彼
ら
は
肉
体
的
性
交
を
持
ち
な
が
ら
暮
ら
し
、
多
く
の
子
孫
を

残
し
た
。

　
彼
ら
が
日
本
国
の
真
の
創
造
者
で
あ
る
。
彼
ら
の
記
録
に
よ
る
と
、
イ

ザ
ナ
ギ
は
そ
の
妻
に
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。「
我
々
が
住
ん
で
い
る
天
の

下
に
固
定
し
た
土
地
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
探
し
に
行
こ
う
」。

彼
は
そ
の
後
、
宝
石
で
飾
ら
れ
た
刀
）
22
（

を
大
空
に
投
げ
込
み
、
そ
こ
に
水
滴

が
つ
き
、
そ
れ
ら
が
固
ま
る
に
つ
れ
て
、
最
初
の
固
定
し
た
点
、
あ
る
い

は
島
が
生
じ
、
こ
れ
は
オ
ノ
・
コ
ロ
・
シ
マ

O
n
o
-k
o
ro

-sim
a

〔

馭

盧
嶋
（
お
の
ご
ろ
し
ま
）〕（
自
ず
か
ら
合
流
し
た
）
と
い
う
名
が
付
い
た
。

そ
の
後
、
イ
ザ
ナ
ギ
と
そ
の
妻
が
下
に
降
り
て
、
そ
の
神
力
で
他
の
島
を

創
造
し
た
。
こ
う
し
て
、
ア
ワ
ヅ
ィA

w
ad

si

〔
淡
路
〕、
オ
オ
・
ヤ
マ

ト
O
o
-jam

ato

〔
大
日
本
〕、
イ
ヨ

Ijo

〔
伊
予
〕、
サ
ヌ
ギS

an
u
gi

〔
讃

岐
〕、
ア
ハA

h
a

〔
淡
〕、
ト
サT

o
sa

〔
土
佐
）
23
（

〕、
ツ
ク
シT

su
k
u
si

〔
筑
紫
〕、

イ
キIk

i
〔
壱
岐
〕、
ツ
・
シ
マT

su
-sim

a

〔
対
馬
〕、
オ
キO

k
i

〔
億
岐
〕、

サ
ドS

ad
o

〔
佐
度
〕
が
次
々
と
現
れ
た
。
こ
こ
か
ら
最
初
の
八
つ
の
大

(03)323
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き
な
日
本
の
島
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
キ
ビK

ib
i

〔
吉
備
〕、

ア
ヅ
キA

d
su
k
i

〔
小
豆
）
24
（

〕、
オ
オ
シ
マO

o
-sim
a

〔
大
洲
〕、
ヒ
メ
シ
マ

H
im
esim
a

〔
姫
島
）
25
（

〕、
ツ
ィ
カ
・
ノ
・
シ
マT

sik
a-n
o
-sim
a

〔
値
賀
島
）
26
（

〕、

フ
タ
ゴ
・
ノ
・
シ
マF

u
tago
-n
o
-sim
a

〔
雙
生
島
）
27
（

〕
と
い
う
小
島
が
盛

り
上
が
っ
た
。
す
べ
て
は
イ
ザ
ナ
ギ
の
最
初
の
創
造
物
で
あ
る
。
そ
の
後

の
変
化
は
周
り
の
海
の
働
き
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
地
面
が
創
造
さ
れ
た

後
、
イ
ザ
ナ
ギ
は
そ
こ
か
ら
八
百
万
人
の
住
民
）
28
（

を
呼
び
起
こ
し
、
そ
し
て

植
物
）
29
（

お
よ
び
最
も
重
要
な
必
需
品
一
万
個
の
創
造
で
終
わ
っ
た
。

　　
　
＊
シ
マS

im
a

は
島
を
意
味
し
て
い
る
。

　　
イ
ザ
ナ
ミ
が
担
当
し
た
創
造
は
、
火
の
神
、
火
の
山
、
水
の
女
神
を
登

場
さ
せ
、
地
面
を
肥
沃
な
土
で
覆
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が

自
ら
の
仕
事
を
確
認
し
、
す
べ
て
が
整
っ
た
と
思
っ
た
と
こ
ろ
で
、
最
後

に
全
創
造
物
の
上
に
立
つ
最
も
高
い
支
配
力
と
し
て
の
大
き
な
太
陽
の
女

神
（
オ
オ
・
ヒ
ル
メ
・
ノ
・
ミ
コ
ト

O
o
-h
iru
m
e-n
o
-M
ik
o
to

〔
大
日

尊
）
30
（

〕）
を
創
造
し
た
。

　
神
シ
ナ
ヅ
・
ヒ
コ
・
ノ
・
カ
ミ

S
in
atzu
-h
ik
o
-n
o
-K
am
i

〔
級
長
津

彦
命
（
し
な
つ
ひ
こ
の
み
こ
と
）
31
（

）〕
と
女
神
シ
ナ
ヅ
・
ヒ
メ
・
ノ
・
カ
ミ
）
32
（

S
in
atzu
-h
im
e-n
o
-K
am
i

に
は
風
を
統
制
す
る
力
が
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に

創
造
物
が
透
き
通
り
明
る
く
な
る
よ
う
に
、
霞
か
ら
空
気
を
晴
ら
す
と
い

う
命
令
を
受
け
た
。

　
こ
の
創
造
の
叙
述
は
ま
さ
に
日
本
独
特
の
も
の
で
、
彼
ら
の
歴
史
書
に

は
こ
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
こ

う
し
た
叙
述
が
い
つ
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
正
確
に
知
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
日
本
人
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
紀
元
前
一
〇
〇
〇
年
の
頃
か
ら
で
あ

る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
日
本
帝
国
が
造
り
出
さ
れ
た
後
、
最
後
の
天
霊
は
最
高
権

力
を
最
年
長
の
子
孫
に
渡
し
、
こ
こ
か
ら
五
人
の
地
上
の
神
の
新
し
い
統

治
が
始
ま
る
。

　
一
、
ア
マ
・
テ
ラ
ス
・
オ
オ
・
カ
ミ

A （
＊
）m

a-terasu
-O
o
-K
am
i

〔
天

照
大
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）〕
は
一
般
民
衆
の
間
で
通
常
テ
ン
・

シ
ョ
ー
・
ダ
イ
・
ジ
ン
）
33
（

 T
en
-sjo
o
-D
a ï-zin

の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
る
。

彼
女
は
天
を
明
る
く
す
る
霊
（
太
陽
）
で
あ
り
、
統
治
に
お
い
て
二
番
目

の
子
孫
ツ
ク
・
ヨ
ミ
・
ノ
・
カ
ミ
）
34
（

 T
su
k
u
-jo
m
i-n
o
-K
am
i

〔
月
読
尊
（
つ

く
よ
み
の
み
こ
と
）〕、
あ
る
い
は
夜
の
神
（
月
）
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
。

　　
＊
こ
れ
ら
の
様
々
な
名
称
は
著
者
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
私
の
日
本
人
の
友
人
た
ち
は
こ
の
書
き
方
を
最
も
正
し
い
も
の
と
し

て
示
し
た
。

　　
彼
ら
は
二
十
五
万
年
統
治
し
、
そ
の
後
継
者
達
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
二
、
ア
マ
ノ
・
オ
シ
・
ホ
ミ
ニ
・
ノ
・
ミ
コ
ト A

m
an
o
-o
si-h
o
m
in
i-

n
o
-M
ik
o
to

〔
天
忍
穂
耳
尊
（
あ
ま
の
お
し
ほ
み
み
の
み
こ
と
）〕、
略
し
て

オ
オ
シ
・
ホ
ミ
ニ
・
ノ
・
ミ
コ
ト O

o
si-h
o
m
in
i-n
o
-M
ik
o
to

と
し
て
知

ら
れ
、
三
十
万
年
統
治
し
た
。
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三
、
ニ
ニ
・
キ
・
ノ
・
ミ
コ
ト N

in
i-k

i-n
o
-M

ik
o
to

〔
瓊
瓊
杵
尊
（
に

に
ぎ
の
み
こ
と
）〕
は
三
十
一
万
八
千
五
百
三
十
八
年
統
治
し
た
。

　
四
、
ヒ
コ
・
ホ
ボ
・
デ
ミ
・
ノ
・
ミ
コ
ト H

ik
o
-h
o
b
o
-d
em

i-n
o
-

M
ik
o
to

〔
彦
火
火
出
見
尊
（
ひ
こ
ほ
ほ
で
み
の
み
こ
と
）〕、
通
常
、
デ
ミ
・

ノ
・
ミ
コ
ト D

em
i-n

o
-M

ik
o
to

と
略
し
て
呼
ば
れ
る
。
彼
は
六
十
三
万

七
千
八
百
九
十
二
年
統
治
し
、
そ
の
後
継
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
五
、
ウ
ゥ
・
カ
ヤ
・
フ
キ
・
ア
ワ
セ
ス
・
ノ
・
ミ
コ
ト W

u
-K

aja-fu
-

k
i-A

w
asesu

-n
o
-M

ik
o
to

〔

草
葺
不
合
尊
（
う
が
や
ふ
き
あ
え
ず
の

み
こ
と
）〕
略
し
て
ア
ワ
セ
ス
・
ノ
・
ミ
コ
トA

w
asesu

-n
o
-M

ik
o
to

と

呼
ば
れ
る
。

　
こ
の
五
人
の
地
上
の
神
の
統
治
は
ジ
・
ジ
ン
・
ゴ
・
ダ
イ
）
35
（

 D
si-zin

-

go
-D

a ï

〔
地
神
五
代
〕
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
初
代
、
す
な
わ
ち
テ
ン
・
シ

ョ
ウ
・
ダ
イ
・
シ
ン T

en
-sjo

o
-D

a ï-sin

〔
天
照
大
神
〕
は
、
今
で
も
宗

教
上
の
世
襲
皇
帝
）
36
（

の
祖
と
さ
れ
て
お
り
、
世
襲
皇
帝
た
ち
は
彼
）
37
（

の
直
系
の

子
孫
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
皇
帝
た
ち
が
太
陽
の
直

系
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
話
は
こ
こ
に
由
来
す
る
。
テ
ン
・
シ
ョ
ウ
・
ダ

イ
・
シ
ン
〔
天
照
大
神
〕
は
際
立
っ
た
方
法
で
統
治
し
、
死
後
に
も
帝
国

と
国
民
の
た
め
に
多
く
の
奇
跡
を
起
こ
し
た
。
彼
は
今
だ
に
日
本
の
す
べ

て
の
宗
派
か
ら
最
大
の
尊
敬
を
受
け
て
、
皆
か
ら
祖
先
と
み
な
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
地
上
の
神
の
最
初
の
三
人
は
ヒ
コ
ガ H

ik
o
ga

〔
日
向
〕
あ

る
い
は
ヒ
ホ
ガ H

ih
o
ga

の
領
国
に
あ
る
タ
カ
・
ツ
ィ
・
ホ T

ak
a-tsi-h

o

〔
高
千
穂
〕
の
山
に
滞
在
し
て
い
た
。
他
の
人
に
よ
れ
ば
、
イ
セ Ise

〔
伊

勢
〕
に
い
た
と
も
い
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
彼
ら
の
た
め
に
、
特
に

テ
ン
・
シ
ョ
ウ
・
ダ
イ
・
シ
ン
〔
天
照
大
神
〕
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
神

殿
が
ま
だ
多
く
存
在
し
て
お
り
、
そ
こ
へ
は
多
く
の
巡
礼
が
な
さ
れ
て
い

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
帝
国
の
ほ
と
ん
ど
の
領
国
に
彼
に
捧
げ
ら
れ
た
神

殿
が
あ
る
と
思
う
（
＊
）

。

　　
＊
ケ
ン
ペ
ル
に
よ
る
と
、
テ
ン
・
シ
ョ
ウ
・
ダ
イ
・
シ
ン
〔
天
照
大
神
〕
は

イ
ザ
ナ
ギ
〔
伊
弉
諾
尊
〕
の
長
男
で
あ
っ
た）
38
（

。
シ
ー
ボ
ル
ト
に
よ
る
と
、
彼
女

は
長
女
で
あ
り
、
そ
の
側
に
立
つ
ツ
ク
・
ヨ
ミ
・
ノ
・
ミ
コ
ト
〔
月
読
尊
〕
が

彼
女
の
兄
に
あ
た
る）
39
（

。
後
者
が
正
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
女
の
名
前
オ
ホ
・
ヒ

ベ
・「
メ
」・
ム
テ
ィ O

h
o
-h
ib

e-m
e-m

o
eti

〔
大
日

貴
〕
お
よ
び
ア
マ
ザ
カ

ル
・
ム
カ
ツ
・「
ヒ
メ
ー
」・
ノ
・
ミ
コ
ト A

m
azak

al-m
o
ek

ats-h
im

e-n
o
 

M
ik
o
to
 

が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
メ
」m

e

と
「
ヒ
メ
ー
」h

im
e

は
女
性
の
名
称
だ
か
ら
で
あ
る
。

　　
ア
ワ
セ
ス
・
ノ
・
ミ
コ
ト
〔
不
合
尊
〕
の
死
に
よ
っ
て
日
本
帝
国
の
統

治
は
第
三
期
目
に
入
り
、
そ
の
時
点
か
ら
人
間
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
ア
ワ
セ A

w
ase

〔
不
合
尊
〕
の
死
と
共
に
統
治

者
の
神
的
性
質
も
消
え
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代

は
紀
元
前
六
六
〇
年
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
時
代
か
ら
、
彼
ら
の
記
録
に
あ

る
程
度
の
歴
史
的
価
値
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
の
報
告
は
、

そ
の
性
質
か
ら
し
て
、
当
時
の
統
治
に
関
す
る
彼
ら
の
記
録
が
い
か
に
架

空
の
も
の
で
あ
る
か
を
十
分
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
関
係
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
お
く
た
め
に
こ
れ
に
つ
い
て
要
約
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
第
三
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期
目
の
時
代
の
名
称
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　　
　
人
間
統
治
（
ニ
ン
・
ウ
ォ
ー
）N

in
-W

o
o

〔
人
皇
〕

　　
こ
れ
は
、
紀
元
前
六
六
〇
年
に
お
け
る
ジ
ン
・
ム Z

in
-M

u

〔
神
武
〕

に
よ
る
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝
ミ
カ
ド M

ik
ad

o
 

統
治
の
事
実
上
の
創
設

を
含
む
（
＊
）

。

　　
＊
い
く
つ
か
の
日
本
の
歴
史
書
に
は
、
ジ
・
ジ
ン
・
ゴ
・
ダ
イ
〔
地
神
五

代
〕
お
よ
び
ニ
ン
・
ウ
ォ
ー
〔
人
皇
〕
の
統
治
の
間
に
、
も
う
一
つ
の
時
代
が

あ
る
で
あ
ろ
う
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
関
す
る
特
定
の
記
録

は
な
い
。
後
に
、
あ
る
大
祭
司
が
こ
れ
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
告
知
を
し
よ
う

と
し
た
。
彼
は
そ
れ
が
神
の
お
告
げ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
偽
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
祭
司
の
告
知
は
ひ
ど
く
混
乱
し
て
い
て
、
そ
の
上
、
主
に
シ
ー
ナ
帝
国
に

関
連
し
た
も
の
で
あ
り
、
日
本
の
多
く
の
知
識
人
が
私
に
度
々
説
明
し
て
く
れ

た
よ
う
に
、
彼
ら
の
歴
史
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
部
分
は
全
く
不
確
定
で
あ
り
、

こ
れ
に
関
す
る
告
知
は
偽
り
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
開
明
的
な
日
本
人

は
、
紀
元
前
六
六
〇
年
以
降
に
非
常
に
精
密
に
記
録
さ
れ
た
歴
史
の
み
を
正
当

な
も
の
と
認
め
て
い
る
。

　　
ジ
ン
・
ム
〔
神
武
〕
は
ア
ワ
セ
ス
・
ノ
・
ミ
コ
ト
〔
不
合
尊
〕
お
よ
び

タ
マ
・
ヨ
リ
・
ヒ
メ T

am
a jo

ri-h
im

e

〔
玉
依
姫
〕
の
四
番
目
の
息
子
で
、

生
ま
れ
た
時
に
サ
ノ
ノ
・
ミ
コ
ト S

an
o
n
o
-M

ik
o
to

〔
狭
野
尊
〕
の
名

前
を
持
ち
、
後
に
そ
れ
が
カ
ム
・
ヤ
マ
ト
・
イ
ハ
レ
・
ビ
コ
・
ノ
・
ミ
コ

ト K
am

u
-Jam

ato
-ih

are-b
ik
o
 n

o
-M

ik
o
to

〔
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
（
か

ん
や
ま
と
い
わ
れ
ひ
こ
の
す
め
ら
み
こ
と
）〕
に
変
わ
っ
た
。
誕
生
以
来
極

め
て
順
調
な
心
身
の
発
達
で
際
立
ち
、
幼
少
時
よ
り
既
に
飛
び
抜
け
て
勇

敢
な
考
え
方
を
す
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
が
理
由
と
な
り
、

父
は
三
人
の
兄
を
差
し
置
い
て
彼
を
王
位
継
承
者
に
決
め
た
。
彼
ら
は
こ

れ
に
不
満
を
持
た
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
後
の
征
服
戦
争
に
際
し
て
彼
を
援

助
し
た
。

　
彼
は
イ
ス
ズ
・
ヒ
メ Isu

zu
-h
im

e

〔
媛
蹈
鞴
五
十
鈴
媛
（
ひ
め
た
た
ら

い
す
ず
ひ
め
）〕
と
結
婚
し
、
こ
の
結
婚
に
よ
っ
て
多
く
の
子
供
が
生
ま

れ
た
。

　
彼
は
四
十
五
歳
に
な
っ
た
時
に
日
本
列
島
に
属
す
る
す
べ
て
の
島
の
征

服
と
服
従
を
決
意
し
、
陸
と
海
の
両
方
で
根
気
強
く
戦
争
を
続
け
て
、
そ

の
幸
い
な
結
果
と
し
て
、
六
年
間
の
戦
争
の
後
に
自
ら
を
日
本
の
最
高
統

治
者
と
見
な
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
平
穏
に
な
っ
た
後
、
彼
は
ヤ
マ
ト Jam

ato

〔
大
和
〕
と
い
う
領
国
に

カ
シ
・
ハ
ラ
・
ノ
・
ミ
ヤ K

asi-h
ara-n

o
 
M

ia

〔
橿
原
宮
〕
と
い
う
、

神
殿
の
形
を
し
た
宮
殿
を
建
立
し
、
そ
こ
に
ダ
イ
リ D

a ïri

〔
内
裏
〕、

す
な
わ
ち
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝
の
皇
室
を
確
立
し
、
ミ
カ
ド
と
い
う
称
号

を
採
っ
た
（
＊
）

。

　　
＊
ミ
カ
ド
は
本
来
ミ
コ
ト M

ik
o
to

〔
尊
〕
の
縮
小
語
で
あ
る）
40
（

。
こ
れ
は
テ

ン
・
ジ
ン
・
シ
ク
シ
・
ダ
イ T

en
-d
sin

-sik
si-D

ai

〔
天
神
七
代
〕
が
持
っ
て
い
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た
称
号
で
、
真
の
天
霊
を
意
味
し
て
い
る
。
ミ
カ
ド
と
は
一
般
的
な
人
間
の
起

源
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
性
質
を
持
っ
た
聖
な
る
人
間
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

ダ
イ
リ D

airi

〔
内
裏
〕
は
宗
教
的
な
宮
廷
全
体
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
、

宗
教
上
の
皇
帝
を
指
す
た
め
の
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
名
称
が
い
く
つ
か
あ
る
。

例
え
ば
ダ
イ
・
オ
ー D

ai-O
o

〔
内
王
〕、
ク
ウ
ォ
ー K

w
o

〔
皇
〕、
タ
イT

ai

〔
帝
〕、
テ
ン
シ
ン T

en
sin

〔
天
子
〕、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
同
義
語
で
あ
る
。
ミ

カ
ド
は
自
分
に
つ
い
て
話
す
時
に
チ
ン T

sin

〔
朕
〕
と
言
い
、
マ
ロM

aro

〔
麻

呂
〕
と
い
う
言
葉
で
署
名
す
る
。

　　
ジ
ン
・
ム
〔
神
武
〕
は
そ
の
国
を
見
事
に
統
治
し
、
初
め
て
の
整
っ
た

法
律
制
度
を
導
入
し
、
暦
法
に
関
す
る
規
則
を
定
め
、
自
ら
の
国
に
ア

キ
・
ツ
・
ス A

k
i-tsu
-su

あ
る
い
は
ア
キ
・
ツ
・
シ
マ A

k
i-tsu
-sim
a

〔
秋
津
洲
〕
と
い
う
名
を
与
え
た
。

　
日
本
人
は
一
般
的
に
彼
を
日
本
の
ユ
リ
ウ
ス
・
シ
ー
ザ
ー Ju

liu
s 

C
esar

と
見
な
し
）
41
（

、
彼
に
よ
る
統
治
の
始
ま
り
に
ニ
ン
・
オ
ー N

in
-O

〔
人

皇
〕
と
い
う
名
を
与
え
た
。
こ
れ
は
「
最
も
偉
大
な
人
間
」
と
い
う
意
味

を
持
っ
て
い
る
。

　
彼
は
こ
の
よ
う
に
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝
の
王
朝
の
真
の
創
始
者
で
あ
る
。

こ
の
統
治
は
オ
オ
・
ダ
イ
・
シ
ン
・
オ
オ O

o
-D
ai-S
in
-O
o

〔
王
代
人
皇

か
〕
の
名
を
持
ち
、
す
べ
て
の
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝
は
自
分
を
ジ
ン
・
ム

〔
神
武
〕
の
長
子
直
系
子
孫
と
見
な
し
て
い
る
が
、
最
後
の
点
に
つ
い
て

は
多
く
の
例
外
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
に
明
ら
か
に
な
る
。

　
ジ
ン
・
ム
〔
神
武
〕
は
七
十
六
年
統
治
し
、
百
二
十
七
歳
の
時
に
死
ん

だ
。
死
後
に
ジ
ン
・
ム
・
テ
ン
・
ウ
ォ
ー Z

in
-m
u
-ten
-w
o
o

〔
神
武
天

皇
〕
の
名
前
を
受
け
た
。
こ
れ
は
神
性
の
戦
士
と
い
う
意
味
で
あ
る
（
＊
）

。

　　
＊
死
後
や
そ
の
他
の
重
要
な
出
来
事
に
際
し
て
改
名
す
る
こ
と
は
、
日
本
で

は
君
主
、
高
官
、
有
名
な
司
祭
、
偉
大
な
知
識
人
な
ど
に
お
い
て
珍
し
く
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
ら
は
幼
少
期
と
成
長
後
と
で
異
な
っ
た
名
前
を
持
ち
、
結
婚
、

即
位
、
そ
し
て
死
後
に
そ
れ
を

繁
に
変
更
す
る
。
こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
改
名

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
混
乱
が
起
き
る
。
時
に
は
全
く
些
細
な
理
由
で

そ
れ
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ミ
カ
ド
が
日
本
の
真
の
最
高
統
治
者
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
皇
帝
た
ち
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
観
念
を
得
ら

れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
こ
の
神
聖
化
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の

特
徴
を
挙
げ
よ
う
）
42
（

。

　
彼
ら
を
教
皇
と
比
較
す
る
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
）
43
（

。
し
か
し
、
日
本

人
に
と
っ
て
彼
ら
は
〔
教
皇
よ
り
も
〕
は
る
か
に
神
聖
な
人
間
と
見
な
さ

れ
て
い
る
。
ケ
ン
ペ
ル
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
何
が
あ
っ

て
も
地
面
を
触
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
移
動
に
際
し
て
は
常
に
運
ば
れ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
ま
た
、
普
通
の
空
気
を
吸
う
こ
と
は
で
き
な

い
、
太
陽
が
彼
を
照
ら
し
て
は
い
け
な
い
、
な
ど
で
あ
る
）
44
（

。

　
こ
う
し
た
愚
行
の
多
く
は
現
在
で
は
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
た
が
、
ミ

カ
ド
は
い
か
な
る
も
の
も
二
度
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
法
が
ま
だ
存

在
し
て
い
る
。
彼
に
提
供
さ
れ
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
が
そ
れ
を
新
し
い
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も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昔
は
、
彼
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
も
の

は
直
ち
に
破
棄
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
法
は
現
存
し
て
い
る
と
私
は
明
言
す

る
。
現
在
で
は
こ
れ
は
あ
ま
り
価
値
の
な
い
も
の
だ
け
に
適
用
さ
れ
、
価

値
の
高
い
も
の
に
つ
い
て
は
位
の
高
い
従
臣
の
間
で
配
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
を
信
頼
の
お
け
る
日
本
人
が
私
に
確
言
し
た
。

　
今
日
ミ
カ
ド
が
使
っ
て
い
る
も
の
が
ひ
ど
く
粗
雑
で
安
価
な
布
か
ら
作

ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
破
棄
制
度
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
最
近

の
ミ
カ
ド
の
芳
し
く
な
い
財
政
状
況
が
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と

も
確
か
で
あ
ろ
う
。

即
位

　
基
本
的
に
は
、
死
ん
だ
ミ
カ
ド
の
長
男
が
継
承
す
る
。
し
か
し
、
多
く

の
例
外
が
存
在
す
る
。
ダ
イ
リ D

a ïri

〔
内
裏
〕
の
大
臣
議
会
）
45
（

は
宗
教
上

の
高
官
か
ら
成
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
位
に
関
す
る
限
り
シ
ョ
ー
グ
ン

S
jo
o
gu
n

〔
将
軍
〕
よ
り
も
高
位
に
あ
り
、
常
に
猊
下
の
周
り
に
い
て
行

政
の
補
佐
に
あ
た
っ
て
い
る
（
こ
の
行
政
は
今
日
、
重
要
性
を
ほ
と
ん
ど
失

っ
て
い
る
）。
ミ
カ
ド
が
死
ぬ
と
、
こ
の
議
会
は
即
座
に
秘
密
の
会
議
を

開
き
、
継
承
す
る
ミ
カ
ド
を
任
命
す
る
。
そ
の
際
に
は
、
子
孫
の
権
利
が

考
慮
さ
れ
、
で
き
る
限
り
長
男
が
選
ば
れ
る
。
し
か
し
、
よ
り
若
い
子
孫

や
、
女
性
の
子
孫
、
例
え
ば
死
者
の
娘
あ
る
い
は
未
亡
人
が
選
ば
れ
る
場

合
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
死
者
の
死
亡
が
公
表
さ
れ
る
前
に
新
し
く
選
ば
れ

た
人
が
即
位
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
位
に
、
こ
の
投
票
は
秘
密
裏
に
行

わ
れ
る
。
こ
れ
は
他
か
ら
の
皇
位
継
承
権
の
主
張
を
出
し
抜
く
た
め
に
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本
で
は
既
に
長
年
に
わ
た
っ
て
既
成
事

実
の
価
値
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
時
と
し
て
ミ
カ
ド
が
息
子
の
た
め
に
退
位
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は

通
常
、
高
齢
に
な
っ
て
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
、
新
し
い
行
政
の
始
ま
り

に
際
し
て
息
子
に
助
言
す
る
た
め
で
あ
る
）
46
（

。

　
こ
の
よ
う
な
即
位
方
法
は
し
ば
し
ば
血
ま
み
れ
の
戦
争
を
引
き
起
こ
し

て
き
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

よ
り
若
い
子
孫
が
ミ
カ
ド
に
選
ば
れ
た
時
に
、
年
長
の
兄
弟
が
彼
と
王
座

を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
そ
の
た
め
に
生
じ
た
こ
の
上
な
く
残
酷
な
戦
争
に
つ

い
て
日
本
の
歴
史
は
記
録
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
戦
争
は
普
通
ど
ち
ら
か

が
全
滅
し
な
い
限
り
終
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

　
王
家
の
年
少
者
や
他
の
親
族
は
ミ
カ
ド
の
宮
廷
で
宗
教
上
の
高
位
の
官

職
を
務
め
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
ミ
カ
ド
が
彼
ら
を
ダ
イ
リ
〔
内
裏
〕
か

ら
引
き
離
し
た
い
と
望
ん
だ
時
に
は
、
彼
ら
に
修
道
院
や
大
修
道
院
を
与

え
る
。
そ
う
し
た
修
道
院
の
運
営
に
は
大
き
な
収
入
が
伴
っ
て
い
る
。

　
ミ
カ
ド
王
朝
の
初
期
に
は
、
こ
れ
ら
の
皇
帝
は
日
本
帝
国
の
真
の
絶
対

君
主
で
あ
り
、
望
む
も
の
を
望
む
だ
け
民
衆
に
献
上
さ
せ
た
。
ダ
イ
リ

〔
内
裏
〕
の
豪
華
さ
や
輝
か
し
さ
は
こ
の
時
代
に
最
高
水
準
に
ま
で
高
ま

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
れ
に
関
す
る
話
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど

に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
後
に
な
っ
て
世
俗
支
配
が
宗
教
的
支
配
か
ら
分
離

し
た
時
に
は
、
財
政
的
お
よ
び
国
家
的
な
利
害
に
基
づ
き
ミ
カ
ド
の
収
入

を
制
限
す
る
必
要
性
が
強
く
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
で
当
時
、
ミ
カ
ド
は

キ
ヨ
ト K

io
to

〔
京
都
〕
と
い
う
町
の
す
べ
て
の
収
益
を
固
定
的
な
収
入

(08)328
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と
し
て
受
け
取
り
、
そ
れ
が
不
十
分
な
場
合
に
世
俗
的
君
主
の
国
庫
か
ら

援
助
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
）
47
（

。

　
ミ
カ
ド
は
諸
州
の
君
主
に
位
の
高
い
称
号
を
与
え
る
権
利
を
保
持
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
時
と
し
て
多
額
の
金
銭
を
受
け
取
っ
て
い
た
。
ミ
カ
ド
は

こ
れ
を
自
分
の
収
入
を
増
や
す
た
め
に
し
ば
し
ば
利
用
し
て
い
た
（
＊
）

。
ダ
イ

リ
〔
内
裏
〕
が
徐
々
に
困
窮
に
陥
っ
て
い
っ
た
こ
と
（
一
一
八
六
年
以

降
）
は
確
か
で
、
こ
れ
は
世
俗
支
配
の
狙
い
に
合
致
し
て
い
た
。
オ
ラ
ン

ダ
の
元
弁
務
官
ド
ン
ケ
ル
・
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス
）
48
（

は
一
八
五
九
年
に
ナ
ガ
サ
キ

N
agasak

i

〔
長
崎
〕
か
ら
イ
ェ
ド Jed

o

〔
江
戸
〕
に
向
か
う
陸
上
の
旅

行
の
機
会
に
、
偶
然
に
ミ
カ
ド
の
宮
殿
を
目
に
し
て
、
日
本
の
宗
教
上
の

皇
帝
で
あ
る
神
聖
な
る
陛
下
の
滞
在
の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
建
物
や
建
造

物
ほ
ど
貧
困
で
、
住
み
荒
ら
さ
れ
、
荒
廃
し
た
も
の
は
見
た
こ
と
が
な
い
、

と
主
張
し
て
い
る
。

　　
＊
ミ
カ
ド
が
あ
る
領
主
に
高
位
の
称
号
を
与
え
る
際
に
、
彼
は
主
君
に
対
す

る
返
礼
品
と
し
て
莫
大
な
財
宝
を
献
上
す
る
義
務
が
あ
る
。
こ
れ
は
受
勲
者
が

困
窮
す
る
ほ
ど
大
き
い
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
国
家
慣
習
で
あ
る
た
め
に
何
も

変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
多
く
の
場
合
、
大
変
裕
福
で
権
力
の
あ
る
領
主
が

イ
ェ
ド Jed
o

〔
江
戸
〕
の
宮
廷
の
推
薦
に
よ
っ
て
ミ
カ
ド
か
ら
そ
の
よ
う
な
高

位
の
称
号
を
受
け
る
。
こ
れ
に
は
新
し
い
称
号
の
受
勲
者
の
富
を
穏
当
な
方
法

で
消
費
さ
せ
る
と
い
う
狙
い
が
あ
る
（
返
礼
品
に
よ
っ
て
）。
そ
れ
は
彼
を
恐

れ
る
必
要
の
な
い
友
人
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
財
力
が
あ
り
強
力
な
家
臣
よ
り

も
貧
乏
な
家
臣
の
方
が
警
戒
せ
ず
に
す
む
と
い
う
こ
と
が
日
本
で
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。

　　
ミ
カ
ド
は
多
数
の
妻
を
持
つ
こ
と
が
で
き
、
こ
の
権
利
を
遍
く
行
使
し

て
い
る
。
多
く
は
通
常
十
二
人
ほ
ど
持
っ
て
い
る
。
王
位
継
承
権
を
持
つ

王
子
ま
た
は
王
女
の
母
は
真
の
女
帝
と
見
な
さ
れ
る
。
他
は
妾
と
さ
れ
る
。

　
ミ
カ
ド
と
そ
の
宮
廷
全
員
に
は
特
別
な
服
装
が
あ
り
、
こ
れ
は
他
の
日

本
人
と
は
完
全
に
異
な
っ
て
い
る
。
か
ぶ
り
物
は
小
さ
な
黒
い
漆
が
塗
ら

れ
た
帽
子
か
ら
な
り
、
こ
れ
は
小
さ
な
筒
型
軍
帽
に
と
て
も
似
て
い
る
。

こ
れ
と
他
の
服
装
と
の
兼
ね
合
い
で
位
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ダ

イ
リ
〔
内
裏
〕
の
妻
た
ち
も
独
自
の
特
別
な
服
装
を
身
に
つ
け
、
こ
れ
は

通
常
豪
華
な
絹
か
ら
で
き
て
い
る
。
髪
の
毛
は
常
に
結
わ
れ
ず
背
中
に
垂

れ
下
が
っ
て
い
る
。

　
ミ
カ
ド
が
絶
対
君
主
で
あ
っ
た
時
代
は
そ
の
居
住
地
を
選
択
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
こ
れ
は
常
に
変
更
さ
れ
、
二
人
の
連
続
す
る
ミ
カ
ド
が
同
じ

場
所
に
居
住
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
た
。
世
俗
支
配
が
独
立
し
て
か
ら
、

キ
ヨ
ト K

io
to

〔
京
都
〕
と
い
う
町
（
ミ
ヤ
コ M

iak
o

〔
都
〕）
が
ミ
カ

ド
の
永
久
的
な
居
住
地
と
し
て
指
定
さ
れ
、
こ
の
町
の
一
部
分
が
彼
の
居

住
の
た
め
に
整
備
さ
れ
た
。
上
述
し
た
通
り
、
こ
の
地
区
は
非
常
に
困
窮

状
態
に
あ
る
。
多
く
の
神
殿
や
そ
の
他
の
建
物
か
ら
な
り
、
ダ
イ
リ
〔
内

裏
〕
が
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
。
世
俗
の
支
配
者
は
数
人
の
貴
族
に
指
揮
さ

れ
た
相
当
数
の
儀
仗
兵
を
彼
に
与
え
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
権
威
を
高
め

る
た
め
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
常
に
彼
を
監
視
し
、
世
俗
の
支
配
に

障
害
を
も
た
ら
す
よ
う
な
行
為
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
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昔
か
ら
ダ
イ
リ
〔
内
裏
〕
の
と
こ
ろ
で
は
芸
術
や
学
問
が
と
て
も
尊
重

さ
れ
、
両
分
野
の
廷
臣
た
ち
は
歴
史
、
詩
文
、
天
文
な
ど
の
研
究
を
行
っ

て
い
た
。
年
代
記
、
あ
る
い
は
暦
書
と
い
う
べ
き
も
の
は
こ
の
宮
廷
で
作

ら
れ
て
い
た
。
女
性
た
ち
は
歌
や
楽
器
な
ど
の
音
楽
に
も
よ
く
精
通
し
て

い
る
。
ダ
イ
リ
〔
内
裏
〕
の
若
い
貴
族
は
剣
術
、
乗
馬
、
走
る
競
技
、
弓

や
他
の
体
育
の
訓
練
を
し
て
い
る
。
後
に
芸
術
や
学
問
は
国
家
の
世
俗
の

首
都
（
イ
ェ
ド
〔
江
戸
〕）
へ
移
る
。
そ
こ
に
は
久
し
く
大
学
が
あ
り
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
細
に
記
述
す
る
。

　
ミ
カ
ド
の
支
配
は
一
一
六
六
年
に
は
既
に
失
わ
れ
始
め
、
彼
の
日
常
行

政
の
影
響
力
を
少
し
ず
つ
な
く
す
こ
と
に
〔
世
俗
支
配
が
〕
成
功
し
た
。

実
際
、
彼
は
名
義
上
日
本
国
の
唯
一
の
「
主
権
者
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
完
全
に
世
俗
支
配
に
依
存
し
、
従
属
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
は

こ
の
よ
う
に
名
前
で
は
君
主
で
あ
る
が
、
権
力
を
持
た
ず
、
キ
ヨ
ト
〔
京

都
〕
に
監
禁
さ
れ
、
数
世
代
前
か
ら
軟
弱
に
な
り
、
行
政
か
ら
完
全
に
閉

め
出
さ
れ
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
。
何
か
特
別
な
出
来
事
が
起
き
て
い
る

時
だ
け
、
そ
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
る
が
（
＊
）
、
そ
れ
は
世
俗
支
配
が
そ
の
主
権

を
認
め
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
い
わ
ば
儀
礼
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
状
態
は
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
単
な
る
不
当
な
横

領
の
結
果
で
あ
っ
て
、
国
法
上
）
49
（

ミ
カ
ド
は
主
権
者
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
、

現
在
の
ミ
カ
ド
は
大
変
な
精
力
を
持
っ
た
若
い
人
物
で
あ
り
、
こ
こ
数
年

（
一
八
六
一
年
）、
保
守
派
は
彼
に
主
権
者
と
し
て
の
権
力
を
指
摘
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
、
ミ
カ
ド
を
世
俗
支
配
に
対
抗
さ
せ
る
た
め
の
手

段
と
し
て
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
が
西
洋
列
強
と
結
び
、
そ
の
結
果
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
日
本
滞
在
が
許
可
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
条
約
を
利
用

し
て
い
る
。

　　
＊
最
近
締
結
さ
れ
た
西
洋
列
強
と
の
条
約
（
一
八
五
八
年
と
五
九
年
）
は
、

日
本
の
憲
法
に
完
全
に
違
反
し
て
、
シ
ョ
ー
グ
ン
（
？
）
あ
る
い
は
そ
の
代
理

に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
て
い
る
。
ミ
カ
ド
の
許
可
を
得
る
た
め
に
彼
に
提
出
さ
れ

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
許
可
は
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ

ら
の
条
約
は
批
准
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
ミ
カ
ド
の
許
可

も
一
つ
の
形
式
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、
日
本
憲
法
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
違

反
は
多
く
の
領
主
に
よ
っ
て
否
認
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

が
日
本
で
曝
さ
れ
て
い
る
多
く
の
問
題
、
貿
易
の
障
害
、
関
税
問
題
、
さ
ら
に

は
殺
害
ま
で
も
が
生
じ
た
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
細
に
記
す
）。

　　
こ
の
よ
う
に
条
約
締
結
の
権
限
は
憲
法
上
ミ
カ
ド
だ
け
に
帰
属
す
る
。

キ
ヨ
ト
〔
京
都
〕
側
に
強
力
な
一
団
が
味
方
に
付
い
た
た
め
、
最
近
日
本

で
大
き
な
混
乱
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
り
世
俗
支
配
は
既
に
多
く
の
打
撃
を

受
け
て
い
る
。
現
在
、
こ
の
上
な
く
熱
烈
に
行
わ
れ
て
い
る
政
治
的
争
い

の
結
果
が
ど
う
な
る
の
か
は
予
想
し
難
い
。
ミ
カ
ド
が
昔
の
立
場
に
戻
り
、

そ
の
帝
国
の
総
支
配
を
取
り
戻
す
可
能
性
は
あ
ま
り
な
い
が
、
現
状
か
ら

戦
い
が
発
生
し
、
長
い
血
ま
み
れ
の
内
乱
が
続
き
、
い
ず
れ
か
の
側
の
全

滅
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
予
想
で
き
る
。

世
俗
支
配
と
宗
教
支
配
の
分
離
　
　
ヨ
リ
ト
モ JO

R
IT

O
M

O

〔
頼
朝
〕
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セ
オ
グ
ン S

E
O
G
U
N
S
 

な
い
し
シ
ョ
ー
グ
ン S

JO
O
G
U
N
S

〔
将
軍
〕、

世
俗
的
な
支
配
者
　
参
謀
総
長
、
タ
イ
コ T

A
IC

O

〔
太
閤
〕
な
ど

　　
十
二
世
紀
の
終
わ
り
頃
の
日
本
帝
国
は
、
様
々
な
領
主
や
州
の
君
主
の

間
の
紛
争
に
よ
っ
て
大
き
く
分
裂
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
帝
国
の
有
力
者

た
ち
は
益
々
不
穏
に
な
り
、
隣
人
を
犠
牲
に
し
て
自
分
の
領
土
を
拡
大
し

よ
う
と
し
た
。
彼
ら
は
益
々
ミ
カ
ド
の
主
権
か
ら
離
れ
、
少
し
ず
つ
帝
国

は
こ
の
上
な
く
血
に
ま
み
れ
た
内
戦
や
征
服
欲
の

食
と
な
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
状
況
の
中
で
ゴ
・
ト
バ G

o
-T

o
b
a

〔
後
鳥
羽
天
皇
〕
と
い
う
ミ

カ
ド
は
勢
力
的
に
介
入
し
、
武
力
に
よ
っ
て
帝
国
の
安
定
と
規
律
を
回
復

し
、
自
分
の
主
権
を
認
め
な
い
反
逆
的
領
主
を
厳
し
く
罰
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
と
考
え
た
）
50
（

。
彼
は
こ
の
た
め
に
強
力
な
軍
隊
を
整
備
し
、
こ
れ

ら
の
軍
勢
の
最
高
指
揮
権
お
よ
び
最
高
司
令
官
あ
る
い
は
参
謀
総
長
（
＊
）
を
意

味
す
る
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
称
号
を
二
番
目
の
息
子
ヨ
リ
ト
モ
〔
頼

朝
〕
に
与
え
る
こ
と
を
決
め
た
）
51
（

（
一
一
八
五
年
）。

　　
＊
当
時
は
長
男
が
ミ
カ
ド
の
後
継
者
と
な
り
、
軍
隊
の
総
指
揮
権
は
二
番
目

の
息
子
に
与
え
ら
れ
て
い
た
が
、
時
々
例
外
も
あ
っ
た
）
52
（

。

　　
ヨ
リ
ト
モ
〔
頼
朝
〕
は
若
い
戦
士
で
あ
り
、
幼
少
時
よ
り
既
に
指
導
力

と
勇
敢
さ
と
で
群
を
抜
き
、
名
誉
欲
も
強
か
っ
た
。
皇
帝
軍
の
最
高
司
令

官
と
し
て
多
く
の
重
要
な
勝
利
を
収
め
た
。
武
功
が
常
に
幸
運
を
生
み
出

し
、
多
く
の
勝
利
を
得
る
軍
の
長
が
多
く
の
場
合
、
君
主
の
命
令
に
従
わ

な
く
な
り
、
武
力
と
権
力
を
合
わ
せ
持
ち
た
く
な
る
よ
う
に
、
ヨ
リ
ト
モ

〔
頼
朝
〕
も
ミ
カ
ド
の
命
令
を
聞
き
入
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
大
将
を
誇

り
に
思
い
、
彼
を
神
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
た
軍
隊
は
彼
に
強
い
親
近
感

を
抱
き
、
ヨ
リ
ト
モ
〔
頼
朝
〕
は
そ
の
帝
国
の
行
政
支
配
を
自
分
の
手
中

に
収
め
、
軍
事
の
み
な
ら
ず
内
務
お
よ
び
内
政
に
も
介
入
し
た
。
彼
は
最

終
的
に
サ
ガ
ミS

agam
i

〔
相
模
〕
州
の
カ
マ
・
ク
ラ K

am
a-K

u
ra

〔
鎌

倉
〕
で
自
ら
の
統
治
を
作
り
上
げ
、
法
的
主
権
者
か
ら
多
く
の
権
力
を
奪

い
取
り
、
宗
教
上
の
事
柄
に
関
わ
る
運
営
と
い
く
つ
か
の
重
要
で
は
な
い

決
定
の
み
を
残
し
て
お
い
た
）
53
（

。

　
彼
は
一
一
九
一
年
に
、
や
む
を
得
な
い
状
況
下
で
新
し
い
統
制
に
適
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ミ
カ
ド
を
訪
問
し
、
彼
よ
り
セ
イ
・
イ
・
シ

ョ
ー
グ
ン S

ei-i-S
j ôo

gu
n

〔
征
夷
大
将
軍
〕
の
称
号
を
受
け
た
）
54
（

。
そ
れ

以
来
こ
の
称
号
に
は
行
政
支
配
が
結
び
付
い
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
リ
ト
モ
〔
頼
朝
〕
は
世
俗
支
配
の
実
際
の
創
設
者
で

あ
る
が
、
フ
ィ
デ
ヨ
シ F

id
ejo

si

〔
秀
吉
〕
す
な
わ
ち
タ
イ
コ T

aico

〔
太

閤
〕
が
後
に
実
行
し
た
ほ
ど
、
支
配
者
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
彼
は
世
俗
統
治
に
お
い
て
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
長
い
列

の
先
頭
に
立
っ
た
。
そ
の
内
の
最
初
の
二
十
七
人
の
後
継
者
た
ち
は
、
お

お
よ
そ
同
じ
力
関
係
で
統
治
を
続
け
、
そ
の
独
立
を
強
化
す
る
よ
り
は
む

し
ろ
奪
っ
た
権
力
を
少
し
ず
つ
失
っ
て
、
再
び
ミ
カ
ド
に
従
属
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
順
番
で
続
い

て
い
る
）
55
（

。
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表１－１　将軍一覧

ショーグン〔将軍〕の名前56 血筋 統治期間 注

１
ミナ・モト・ヨリトモ
Mina-moto-Joritomo〔源頼朝〕

ミカド・ゴ・トバ Mikado-Go-
Toba〔後鳥羽〕の息子

57
20年58

２
ミナ・モト・ヨリイェ
Mina-moto-Jorije〔源頼家〕

ヨリトモ〔頼朝〕の長男 ５年 ある人によると、２
年

３
ミナ・モト・サンネトモ
Mina-moto-Sannetomo〔源実朝〕

ヨリトモ〔頼朝〕の次男 17年

４
M. ツジヴァラノ・ヨリ・ツネ
M. Tudsivarano-Jori-tsune〔藤原
頼経〕

クワンブコ・ドーカ Kwanbu-
ko Dooka（関白道家）の息子

18年

５

M. ツジヴァラノ・ヨリ・ツゲな
いしヨリ・ツァネ M. Tudsivara-
no-Jori-tsuge ; M. Jori-tsane〔藤原
頼嗣〕

ヨリ・ツネ〔頼経〕の息子 ８年

６ M. ムニ・タカ・シンウォ
M. Muni-taka-Sinwo〔宗尊親王〕

ミカド・ゴ・サガ Mikado-Go-
Saga〔後嵯峨天皇〕の息子

15年

７
コレ・ヤス・シンウォ
M. Kore-jasu-Sinwo〔惟康親王〕

ムニ・タカ・シンウォ〔宗尊親
王〕の息子

20年

８

M. ティサ・アカリ・シンウォな
いしキウメ・シンウォ M. Tisa-
Akari-Sinwo ; Kiume- Sinwo〔久
明（ひさあき）親王〕

ミカド・ゴ・フカクサ Mika-
do-Go-fukakusa〔後深草天皇〕
の息子

20年

９ M. モリ・クニ・シンウォ
M. Mori-kuni-Sinwo〔守邦親王〕

ティサ・アカリ〔久明親王〕の
息子

25年

10

M. モリ・ヨシ・シンウォないし
ソーヌン・シンウォM. Mori-jo-
si-Sinwo ; Sonun Sinwo〔護良
親王、尊雲〕

ダイゴ２世 Daigo II〔後醍醐〕
の次男

２年

11 M. ナリ・ヨシ・シンウォ
M. Nari-josi-Sinwo〔成良親王〕

ダイゴ２世 Daigo II〔後醍醐〕
の四男

３年

12
ミナモト・タカ・ウジ
Minamoto-Taka-Udsi〔源（足利）尊氏〕

アシ・カゴ・サノ・キノ・カミ
Asi-Kago-Sano-Kino-Kami〔足
利讃岐守（貞氏）〕の息子

25年

13 M. ヨシ・ヤキ、何人かによれば、ヨ
シ・ノリM. Josi-Jaki, Josi-Nori〔義詮〕

タコウジ Takoudsi〔尊氏〕の
三男

10年

14 M. ヨシ・ミツM. Josi-Mitzu〔義満〕 ヨシ・ヤキ〔義詮〕の息子 14年

15
M. ヨシ・モツィM. Josi-Motsi〔義持〕 タカ・ミツ Taka-Mitzu〔尊満〕

の息子59
21年 それ以前に父の元で

数年間統治した

16 M. ヨシ・カズM. Josi-Kazu〔義量〕 ヨシ・モツィ〔義持〕の息子 ２年

17 M. ヨシ・ノリM. Josi-Nori〔義教〕 ヨシ・ミツ〔義満〕の息子 14年

18 M. ヨシ・カツM. Josi-Katzu〔義勝〕 ヨシ・ノリ〔義教〕の息子 3年

19 M. ヨシ・マッサM. Josi-Massa〔義政〕 ヨシ・ノリ〔義教〕の次男 49年

20 M. ヨシ・ティサM. Josi-Tisa〔義尚〕 ヨシ・マッサ〔義政〕の息子 19年

21 M. ヨシ・タネM. Josi-Tane〔義稙〕 ヨシ・ティサ〔義尚〕の息子60 18年

22 M. ヨシ・ズミM. Josi-Zumi〔義澄〕 ヨシ・タネ〔義稙〕の息子61 14年

23 M. ヨシ・ファルM. Josi-Faru〔義晴〕 ヨシ・ズミ（議澄）の息子 30年

24
ミナモト・ヨシ・テル
Minamoto-Josi-Teru〔源義輝〕

ヨシ・ファル〔義晴〕の息子 16年

25
ミナモト・ヨシ・タイラ
Minamoto-Josi-Taira〔源義栄〕

ヨシ・テル〔義輝〕の息子62 4年

(12)332
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ポンペの日本史観

　
日
本
の
歴
史
は
フ
ィ
デ
・
ヨ
シ 

F
id
e-jo

si

〔
秀
吉
〕
に
よ
っ
て
非
常

に
重
要
な
新
し
い
時
代
に
入
る
の
で
、

こ
の
有
名
な
君
主
に
関
す
る
特
徴
を

こ
こ
で
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
二
十
九
番
目
の
シ
ョ
ー
グ

ン
〔
将
軍
〕、
後
に
タ
イ
コ T
aico

〔
太
閤
〕
と
呼
ば
れ
る
ト
ヨ
ド
ミ
・

フ
ィ
デ
・
ヨ
シ T

o
jo
d
o
m
i-F

id
e-

Jo
si

〔
豊
臣
秀
吉
〕
は
世
俗
君
主
制

を
よ
り
確
固
た
る
新
し
い
基
盤
の
上

に
確
立
し
た
。
彼
は
実
際
、
ミ
カ
ド

の
権
力
か
ら
完
全
に
離
脱
し
て
、
独

立
し
て
統
治
す
る
こ
と
に
成
功
し
た

最
初
の
世
俗
君
主
で
あ
っ
た
。
軍
司

令
官
と
し
て
、
ま
た
、
統
治
者
、
立

法
者
、
そ
し
て
行
政
官
と
し
て
も
タ

イ
コ
〔
太
閤
〕
は
特
別
な
才
能
を
持

つ
人
で
あ
っ
た
。
彼
は
帝
国
全
体
の

秩
序
と
平
和
を
取
り
戻
し
、
す
べ
て

の
領
主
を
「
自
分
」
の
支
配
に
服
従

さ
せ
、
ミ
カ
ド
に
宗
教
上
の
運
営
の

み
を
残
し
た
。

　
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の
伝
記
は
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
彼
は
一
五
三
五
年
に
生
ま
れ
）
65
（

、
農
民
の
息
子
あ
る
い
は
、
他
の
人
に
よ

る
と
、
貴
族
に
仕
え
る
使
用
人
の
息
子
で
あ
っ
た
。
少
年
時
代
は
薪
を
集

め
て
割
る
こ
と
で
生
活
し
て
お
り
、
青
年
に
な
っ
て
か
ら
、
ミ
カ
ド
に
対

抗
し
て
い
た
一
人
の
領
主
に
雇
わ
れ
た
）
66
（

。

　
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
す
ぐ
に
特
別
な
勇
敢
さ
と
軍
事
に
お
け
る
指
導
力

を
示
し
、
母
国
の
不
幸
な
状
態
を
極
め
て
正
確
か
つ
深
く
認
識
し
た
。
彼

は
平
穏
と
平
和
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
日
本
を
い
か
に
統
治
す
べ
き
か
に

つ
い
て
常
に
計
画
を
立
て
て
い
た
。

　
再
び
領
主
た
ち
は
ミ
カ
ド
に
益
々
対
抗
し
始
め
、
新
し
い
内
戦
が
勃
発

し
た
。
こ
の
耐
え
難
い
状
態
を
終
わ
ら
せ
る
た
め
に
ミ
カ
ド
で
あ
る
オ
・

ホ
キ
・
マ
ツ O

-H
o
k
i-M

atsu

〔
正
親
町
天
皇
〕
は
武
力
で
介
入
し
、
す

べ
て
の
反
逆
者
を
懲
罰
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
そ
の
た
め
に
大
き
な
軍

隊
が
準
備
さ
れ
、
そ
の
総
司
令
権
は
ミ
カ
ド
の
息
子
ノ
ブ
ナ
ガN

o
b
u
n
a-

ga

〔
織
田
信
長
〕
に
与
え
ら
れ
た
）
67
（

。
こ
の
武
将
は
、
反
逆
す
る
封
建
君
主

を
罰
す
る
た
め
に
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
を
雇
っ
た
。
ノ
ブ
ナ
ガ
〔
信
長
〕
は

そ
の
任
務
の
大
部
分
を
果
た
す
こ
と
に
成
功
し
、
一
五
七
三
年
に
世
俗
支

配
を
獲
得
し
て
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
）
68
（

、
軍

の
総
司
令
権
を
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
に
委
ね
た
。
彼
は
反
逆
者
た
ち
を
完
全

に
服
従
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
達
成
か
ら
間
も
な
く
、
帝
国
の
西
部
に
い
る
封
建
君
主

が
再
び
国
法
に
服
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
彼
ら
を
義
務
に
従
わ
せ
る
た
め

に
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
が
再
び
派
遣
さ
れ
た
。

26
ミナモト・ヨシ・アキ
Minamoto-Josi-Aki〔源義昭〕

ヨシ・タイラ〔義栄〕の息子63 5年

27
M. タイラノ・ノブナガ
M. Tairano-Nobunaga〔 平（ 織
田）信長〕

ミカド・オ・ホキ・マツ Mika-
do O-Hoki-Matzu〔正親町〕
の息子64

10年

28 M. フィデ・ノブM. Fide-Nobu
〔（織田）秀信〕

ノ ブ・ タ ダNobu-Tada〔（ 織
田）信忠〕の息子

３年 前任者の監督下で

29 M. フ ィ デ・ヨシ、タイコM. 
Fide-Josi, Taico〔秀吉、太閤〕

とある農民の息子 12年

＊リストに記載されているすべての M. はミナ・モト［源］を指す。
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タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
が
出
発
し
て
ま
も
な
く
、
既
に
服
従
し
て
い
た
人
々

が
ノ
ブ
ナ
ガ
〔
信
長
〕
に
復
讐
す
る
計
画
を
企
て
、
彼
を
暗
殺
す
る
秘
密

の
陰
謀
を
め
ぐ
ら
せ
た
。
こ
れ
は
ア
ケ
ツ
ィ
・
ミ
ク
ス
・
フ
ィ
デ A

k
et-

si-M
ik
su
-fid
e

〔
明
智
光
秀
〕
と
い
う
最
高
位
の
国
家
役
人
に
任
さ
れ
、

実
施
さ
れ
た
。
彼
も
ま
た
世
俗
権
力
を
手
に
し
よ
う
と
し
た
。
タ
イ
コ

〔
太
閤
〕
は
、
自
分
の
君
主
で
あ
り
恩
を
受
け
た
人
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と

を
聞
く
や
い
な
や
、
直
ち
に
自
分
の
軍
隊
を
率
い
て
首
都
に
戻
り
、
そ
こ

で
多
く
の
領
主
が
互
い
に
世
俗
支
配
を
争
っ
て
集
結
し
て
い
る
事
態
に
直

面
し
た
。
彼
は
訓
練
さ
れ
て
特
に
高
い
規
律
を
持
っ
た
自
分
の
軍
隊
で
す

べ
て
の
反
逆
者
を
服
従
さ
せ
、
そ
の
多
く
を
全
滅
さ
せ
、
あ
る
い
は
そ
の

領
土
か
ら
追
放
し
、
そ
れ
ら
を
没
収
し
た
。
彼
は
必
勝
の
武
器
を
も
っ
て

短
期
間
で
完
全
に
平
和
を
回
復
さ
せ
、
一
五
八
六
年
に
自
ら
を
ノ
ブ
ナ
ガ

〔
信
長
〕
の
後
継
者
と
宣
言
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

　
ミ
カ
ド
は
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の
武
運
に
不
安
を
感
じ
て
、
別
の
方
法
で

帝
国
を
統
治
す
る
必
要
性
を
強
く
確
信
し
、
相
互
の
関
係
を
互
い
に
調
整

す
る
と
い
う
彼
の
提
案
を
熱
心
に
受
け
入
れ
た
。
ミ
カ
ド
は
彼
に
ダ
イ
・

シ
ョ
ー
・
ダ
イ
・
シ
ン D
ai-S
jo
-D
ai-S
in

〔
太
政
大
臣
〕
の
称
号
を
与
え
、

彼
が
制
定
す
る
新
し
い
法
は
ミ
カ
ド
の
認
可
を
必
要
と
す
る
と
い
う
条
件

の
下
で
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
が
す
べ
て
の
世
俗
的
事
柄
を
統
治
す
る
こ
と

が
契
約
で
定
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
ミ
カ
ド

を
名
義
上
の
主
権
者
と
し
て
認
め
、
彼
に
す
べ
て
の
宗
教
的
事
柄
に
関
す

る
運
営
お
よ
び
君
主
や
ダ
イ
リ
〔
内
裏
〕
の
高
官
に
対
す
る
い
く
つ
か
の

称
号
の
授
与
を
任
せ
た
。
ミ
カ
ド
に
残
し
た
こ
れ
ら
の
僅
か
な
権
限
が
ま

だ
統
治
に
障
害
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
ほ
ど
な
く
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
体

験
し
た
。
国
の
混
乱
し
た
状
態
は
特
に
多
く
の
重
要
か
つ
新
し
い
法
律
の

制
定
を
必
要
と
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
彼
は
ミ
カ
ド
の
権
力
支
配
か
ら

完
全
に
離
脱
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ミ
カ
ド
は
純
粋
な
「
宗
教
上
の
皇
帝
」、

す
な
わ
ち
宗
教
的
事
項
の
実
際
の
運
営
者
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
）
69
（

。
し
か
し
、
日
本
人
が
「
皇
帝
」
の
称
号
を
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将

軍
〕
に
与
え
た
こ
と
は
な
く
、
世
俗
的
「
皇
帝
」
と
い
う
名
称
は
特
に
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
る
創
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
は
最
近
こ
れ
を
よ
く

理
解
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
し
て
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
こ
と
を
し

ば
し
ば
皇
帝
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
自
分
た
ち
の
間
で
最
も
使
用
し

て
い
る
の
は
オ
・
ク
ボ
・
サ
マ O

-K
u
b
o
-S
am
a

〔
公
方
様
〕
と
い
う
名

称
で
あ
る
。

　
帝
国
を
完
全
に
平
穏
・
平
和
に
し
た
後
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
将
来
の

新
た
な
反
逆
を
防
ぐ
こ
と
を
考
慮
し
て
新
た
な
法
律
の
制
定
に
専
念
し
た
。

彼
は
征
服
し
た
領
国
の
支
配
者
を
退
位
さ
せ
、
そ
の
土
地
を
、
戦
争
で
提

供
さ
れ
た
支
援
に
対
す
る
見
返
り
を
兼
ね
て
、
忠
実
な
貴
族
に
与
え
た
。

最
も
近
い
親
友
関
係
に
あ
る
貴
族
に
自
分
の
領
土
に
隣
接
し
た
州
を
所
有

さ
せ
、
そ
れ
ほ
ど
親
密
で
は
な
い
貴
族
に
よ
り
遠
方
の
領
国
を
与
え
る
よ

う
に
配
分
を
整
え
た
。
そ
の
上
、
彼
は
帝
国
の
統
治
に
資
す
る
よ
う
に
、

こ
れ
ら
の
領
主
が
一
年
お
き
に
一
年
間
彼
の
宮
廷
で
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
定
め
た
。
実
際
、
こ
の
処
置
の
目
的
は
、
彼
ら
を
よ
り
監
視
す

る
と
と
も
に
、
彼
ら
の
忠
実
な
訪
問
を
自
分
の
権
力
に
対
す
る
服
従
の
証

と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
最
も
近
隣
の
王
子
な
い
し
領
主
は
宮
廷
で
交
代

(14)334
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す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
が
自
分
の
領
土
に
同
時
に
滞
在

し
、
互
い
に
面
会
す
る
よ
う
な
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
調
整
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
彼
は
自
分
の
帝
国
に
対
す
る
有
害
な
計
画
が
企
て
ら
れ

る
機
会
を
奪
っ
た
。
彼
は
各
君
主
が
隣
接
す
る
君
主
の
行
為
の
責
任
を
も

負
う
よ
う
に
し
た
。
領
主
た
ち
が
自
分
の
領
国
に
戻
る
時
で
も
、
そ
の
妻

子
は
常
に
彼
の
宮
廷
に
滞
在
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
彼
ら
は
あ
る
種
の
人

質
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
ど
の
よ
う
な
反
乱

も
不
可
能
に
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
が
拡
大
す
る
こ
と
を
相
互

の
監
視
に
よ
っ
て
確
実
に
防
い
だ
。
オ
ホ
サ
カ O

h
o
sak

a

〔
大
坂
〕、
ナ

ガ
サ
キN

agasak
i

〔
長
崎
〕、
ミ
ア
コ M

iaco

〔
都
〕
す
な
わ
ち
キ
ヨ
ト 

K
io
to

〔
京
都
〕、
サ
カ
イ S

ak
a ï

〔
堺
〕、
お
よ
び
彼
が
居
住
し
て
い
た

イ
ェ
ド
）
70
（

〔
江
戸
〕
の
よ
う
な
重
要
な
地
区
は
自
分
の
た
め
に
確
保
し
た
（
＊
）

。

彼
は
こ
れ
ら
の
都
市
に
統
治
者
な
い
し
総
督
を
任
命
し
た
。
彼
ら
を
毎
年

交
代
さ
せ
、
帝
国
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
場
合
、
ど
の
よ

う
な
場
所
で
あ
っ
て
も
帝
国
の
領
土
と
す
る
権
利
を
彼
は
留
保
し
て
い
た

（
＊
＊
）

。

　　
＊
こ
れ
ら
の
都
市
以
外
に
も
、
広
大
な
農
地
、
特
に
稲
田
。

　
＊
＊
こ
う
し
て
、
最
近
締
結
さ
れ
た
条
約
に
よ
っ
て
外
国
と
の
貿
易
の
た
め

に
開
港
さ
れ
た
す
べ
て
の
場
所
が
帝
国
の
領
土
に
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
合
衆
国

の
総
領
事
の
滞
在
中
、
シ
モ
ダ S

im
o
d
a

〔
下
田
〕、
さ
ら
に
ハ
コ
ダ
テ H

ak
o
-

d
ate

〔
箱
館
〕、
カ
ナ
ガ
ワ K

an
agaw

a

〔
神
奈
川
〕
と
そ
の
周
辺
、
日
本
の
西

海
岸
に
あ
る
ネ
ガ
タ N

egata

〔
新
潟
〕。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
と

領
主
た
ち
と
の
直
接
的
な
接
触
が
す
べ
て
防
が
れ
、
外
国
関
係
の
す
べ
て
が
シ

ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
監
視
下
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。

　　
こ
の
よ
う
に
内
政
を
調
整
し
た
後
、
彼
は
主
に
比
較
的
豊
か
な
人
々
や

裕
福
な
人
々
が
支
払
う
新
し
い
税
制
度
に
携
わ
っ
た
。
自
分
の
土
地
の
豊

か
な
生
産
を
確
保
し
、
解
散
さ
せ
ら
れ
た
軍
の
何
千
も
の
兵
士
に
有
益
な

労
働
や
良
い
暮
ら
し
を
与
え
る
た
め
に
、
彼
は
特
に
農
業
を
推
奨
し
、
こ

れ
を
特
別
に
保
護
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
長
年
の
戦
争
に
慣
れ
て
、
新
し

い
平
穏
に
不
慣
れ
な
君
主
や
そ
の
兵
士
た
ち
に
よ
っ
て
、
彼
の
統
治
は
当

初
多
く
の
抵
抗
に
直
面
し
て
い
た
。
彼
ら
に
仕
事
を
与
え
る
た
め
に
、
こ

れ
ら
の
厄
介
な
武
将
た
ち
と
そ
の
軍
隊
を
コ
ー
ラ
イ C

o
r äi

〔
高
麗
〕
に

送
り
、
彼
が
権
利
を
主
張
し
て
い
た
こ
の
半
島
を
征
服
し
よ
う
と
し
た
。

　
あ
る
人
に
よ
る
と
、
二
十
万
人
か
ら
な
る
軍
隊
が
出
撃
し
た
。
し
か
し
、

様
々
な
障
害
、
特
に
コ
ー
ラ
イ
人
の
特
別
な
勇
敢
さ
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
彼
ら
は
長
年
に
わ
た
っ
て
戦
争
を
し
た
が
、
取
り
立
て
て
言
う
ほ

ど
の
利
益
は
何
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
こ
の
半
島
に
七
年
間
滞
在
し
た
後
、
彼
ら
は
日
本
に
戻
る
こ
と
を
許
さ

れ
た
が
、
消
耗
し
、
疲
労
困
憊
し
、
困
窮
し
、
兵
員
に
と
て
つ
も
な
く
大

き
な
損
失
を
被
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
君
主
た
ち
は
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の

後
継
者
で
あ
る
イ
イ
ェ
ヤ
スIjeja

s

〔
家
康
〕
の
統
治
に
無
条
件
で
服
従

で
き
る
こ
と
を
と
て
も
喜
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

　
上
記
の
改
善
を
実
行
し
た
後
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
そ
の
他
の
社
会
的

違
反
に
対
す
る
多
く
の
法
を
制
定
し
た
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
特
別
な
厳
し

さ
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
違
反
に
対
し
て
特
別
に
重
い
罰
を
与
え
る

(15)335
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こ
と
で
犯
罪
を
未
然
に
防
ご
う
と
す
る
考
え
方
か
ら
出
発
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
（
＊
）

。

　　
＊
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
こ
れ
ら
の
重
い
罰
を
小
さ
な
違
反
に
対
し
て
適
用
す

る
必
要
が
な
い
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
害
を
与
え
よ

う
と
す
る
「
特
別
な
故
意
」
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
も
そ
う
で
あ
る
。
彼

は
、
違
反
が
故
意
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
、
法

的
権
限
を
持
っ
た
高
官
に
罪
を
軽
く
す
る
権
限
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

被
告
は
公
的
に
起
訴
さ
れ
ず
に
、
こ
れ
ら
の
訴
訟
は
言
わ
ば
「
内
密
に
」
処
理

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
訴
訟
の
処
理
の
仕
方
を
「
内
側
」b

in
n
en

k
an

t 

と
呼
ぶ
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
内
密
を
意
味
し
、「
外
側
」b

u
iten

k
an

t

、
つ
ま
り
「
公
」、

「
公
的
」
の
反
対
で
あ
る）
71
（

。
こ
う
し
た
法
律
の
運
用
を
私
は
多
く
の
点
で
不
適

正
で
あ
る
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
自
由
な
裁
量
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
で
罰
は
と
て
も
不
平
等
と
な
り
、
違
反
者
た
ち
は
多
く
の
場
合
、
裁

判
官
の
個
人
的
な
考
え
方
に
依
存
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
が

ナ
ガ
サ
キ
〔
長
崎
〕
に
滞
在
し
て
い
た
時
に
、
あ
る
総
督
が
全
く
罰
し
な
か
っ

た
違
反
を
別
の
総
督
が
厳
し
く
罰
す
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ

る
犯
罪
が
一
旦
「
告
知
」
さ
れ
る
、
つ
ま
り
「
外
側
」
に
な
る
と
、
そ
の
場
合
、

法
の
完
全
な
残
酷
さ
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
、
違
反
者
は
、
位

や
身
分
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
の
内
側
と
外
側
は
日
本
の
統
治
制
度
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、

後
に
こ
の
話
に
戻
る
。

　

　
彼
は
功
績
を
評
価
し
、
成
果
に
十
分
な
報
酬
を
与
え
る
こ
と
で
、
労
働

意
欲
や
研
究
意
欲
を
奨
励
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
解
散
さ
せ
ら
れ
た
兵
士

た
ち
に
よ
る
過
度
の
贅
沢
や
怠
惰
に
対
し
て
罰
則
を
定
め
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
世
俗
の
王
朝
を
確
固
た
る
基
盤
の

上
に
設
立
し
、
十
年
間
で
帝
国
の
統
治
を
整
え
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
人

は
彼
を
特
別
な
人
間
と
見
な
し
て
、
常
に
最
大
級
の
敬
意
を
込
め
て
彼
の

こ
と
を
話
し
て
い
る
。
し
か
し
、
統
治
し
て
い
た
当
時
は
、
彼
は
そ
れ
ほ

ど
愛
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
部
下
た
ち
を
秩
序
と
規

律
に
従
わ
せ
た
こ
と
か
ら
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
、
こ
う
し
た

こ
と
は
そ
の
時
は
あ
ま
り
よ
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
が
、
基
本
的
に
そ
の

子
孫
た
ち
に
は
最
大
の
成
果
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
内
的
な
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
適
切
な
言
葉
を
使
え
ば
、
内
政
部
門

が
調
整
さ
れ
て
か
ら
は
、
次
に
外
国
関
係
の
番
で
あ
っ
た
。
日
本
人
は
外

国
の
国
々
と
の
交
流
か
ら
は
何
も
得
る
こ
と
が
な
く
、
帝
国
は
必
要
な
物

を
十
分
に
生
産
で
き
る
と
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
考
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が

日
本
に
伝
え
た
新
し
い
信
仰
が
次
第
に
拡
大
し
た
こ
と
（
一
五
四
二
年
よ

り
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
日
本
に
い
た
）
を
帝
国
の
平
穏
が
持
続
す
る
上
で
の
大

き
な
危
険
と
見
な
し
た
。
彼
は
自
ら
議
長
を
務
め
る
会
議
に
自
分
の
領
主

た
ち
の
中
で
も
最
も
啓
蒙
さ
れ
た
者
た
ち
を
集
め
、
そ
こ
で
外
国
関
係
の

重
要
性
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
こ
の
会
議
で
、
帝
国
は
外
国
人
に
対
し

て
閉
鎖
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
制
限
す
る
た
め
の
対
策
を

案
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
基
本
と
し
て
決
定
さ
れ
た
（
後
に
こ

の
制
限
は
完
全
な
根
絶
へ
と
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
72
（

）。
し
か
し
、
こ
れ
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ら
の
基
本
決
定
の
実
行
は
後
継
者
に
任
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
当
該

箇
所
で
記
述
す
る
。

　
十
二
年
間
の
統
治
後
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
六
十
三
歳
で
亡
く
な
り
、

自
分
の
未
成
年
の
息
子
フ
ィ
デ
ヨ
リ F

id
ejo
ri

〔
秀
頼
〕
に
帝
国
を
秩
序

の
良
い
状
態
で
残
し
た
。
彼
は
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の
寵
愛
す
る
一
人
で
、

最
も
近
い
顧
問
の
一
人
で
あ
っ
た
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
の
保
護
お
よ
び

後
見
の
下
に
あ
っ
た
。
死
後
に
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
は
ト
ヨ
ク
ニ
・
ダ
イ
ミ

ヨ
シ
ン T

o
jo
k
u
n
i 
D
aim
io
sin

〔
豊
国
大
明
神
〕
の
名
の
下
で
神
格
化

さ
れ
た
。
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
は
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
の
最
後
の
遺
志
に

従
っ
て
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
の
娘
と
結
婚
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
、
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
が
十
五
歳
（
他
の
人

に
よ
る
と
十
八
歳
）
に
な
る
時
、
彼
に
帝
国
の
統
治
を
引
き
渡
す
こ
と
を

死
に
際
の
君
主
に
強
く
誓
っ
た
。

　
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
、
後
見
を
引
き
受
け
る
と
す
ぐ
に
ミ
カ
ド
に

反
抗
し
始
め
、
彼
の
権
力
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
た
何
人
か
の
王
子
た
ち

に
懲
罰
を
加
え
、
そ
し
て
最
終
的
に
自
分
の
被
保
護
者
に
対
し
て
戦
争
を

仕
掛
け
た
。
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
て
も
親
近
感

を
持
ち
、
自
分
も
新
し
い
教
義
に
則
っ
て
育
て
ら
れ
る
よ
う
願
い
を
伝
え

て
い
た
ら
し
い
（
あ
る
人
に
よ
る
と
、
彼
は
本
当
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
っ

た
）
73
（

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
は
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教

徒
か
ら
支
援
を
得
た
が
、
彼
ら
は
彼
を
完
全
に
守
る
ほ
ど
の
力
を
持
っ
て

は
い
な
か
っ
た
。

　
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
彼
を
何
度
も
打
ち
破
り
、
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀

頼
〕
が
最
後
に
逃
れ
た
オ
ホ
サ
カ
城
〔
大
坂
城
〕
の
占
領
に
よ
っ
て
彼
を

完
全
に
屈
服
さ
せ
た
。
あ
る
人
に
よ
れ
ば
、
彼
は
最
終
的
に
逃
亡
先
で
降

伏
を
迫
ら
れ
た
際
、
約
束
を
破
っ
た
義
父
の
手
に
落
ち
る
よ
り
も
焼
死
す

る
こ
と
を
選
択
し
、
城
に
火
を
付
け
た
。

　
他
の
歴
史
記
述
者
た
ち
に
よ
る
と
、
彼
は
火
の
中
か
ら
帝
国
の
ほ
ぼ
最

南
地
区
の
サ
ツ
マ S

atzu
m
a

〔

摩
〕
領
国
へ
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
、
今

で
も
そ
こ
に
フ
ィ
デ
ヨ
リ
〔
秀
頼
〕
の
子
孫
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
）
74
（

。

　
オ
ホ
サ
カ
城
〔
大
坂
城
〕
の
征
服
後
、
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
世
俗

支
配
を
完
全
に
掌
握
し
た
。
彼
は
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
と
全
く
同
じ
制
度
で

統
治
し
た
が
、
日
本
の
支
配
者
と
い
う
名
称
し
か
残
ら
な
い
ほ
ど
ミ
カ
ド

の
権
力
を
削
減
し
た
。
彼
は
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
が
着
手
し
、
そ
の
大
部

分
を
作
り
上
げ
た
法
律
を
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
新
し
く
導
入
さ
れ
た
法

令
を
す
べ
て
集
め
、
そ
れ
ら
か
ら
、
死
後
に
ゴ
ン
ゲ
ン
サ
ー
マ
（
＊
）G

o
n
gen
-

S
am
a

〔
権
現
様
〕
の
法
律
と
称
さ
れ
た
一
種
の
国
法
を
作
り
上
げ
た
）
75
（

。

こ
れ
は
日
本
国
民
か
ら
は
、
タ
イ
コ
〔
太
閤
〕
と
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕

と
い
う
有
名
な
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
に
よ
る
神
聖
で
侵
す
こ
と
の
で
き

な
い
伝
承
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

　　
＊
こ
の
憲
法
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
日
本
人
は
、「
法
的
」
な
許
可
な
く

帝
国
を
訪
問
し
て
い
る
外
国
人
と
出
会
え
ば
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
れ
を
殺

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
の
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
基
に
、
保

守
派
は
、
新
し
く
締
結
さ
れ
た
条
約
が
ミ
カ
ド
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
て
い
な
い

た
め
「
非
合
法
」
で
あ
り
、
デ
シ
マ D

esim
a

〔
出
島
〕
以
外
で
出
会
う
ヨ
ー

(01)337
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ロ
ッ
パ
人
を
殺
す
こ
と
は
、
単
に
権
利
と
い
う
だ
け
で
な
く
義
務
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
従
臣
は
こ
れ
を
誤
り
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
る
が
、
こ
の
条
項
が
確
か
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
疑
い
の
余
地
は
な
く
、

日
本
人
の
多
く
は
そ
の
命
令
の
実
行
を
正
し
い
行
い
で
あ
る
と
考
え
て
い
る）
76
（

。

　　
イ
イ
ェ
ヤ
ス
〔
家
康
〕
は
後
見
期
間
を
含
め
て
十
四
年
間
統
治
し
た
。

死
後
、
ゴ
ン
ゲ
ン
サ
ー
マ
〔
権
現
様
〕
の
名
称
で
前
任
者
と
同
様
に
神
格

化
さ
れ
た
。
彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
弾
圧
を
一
層
厳
し
く
し
、
一
六
〇
九
年

に
彼
の
帝
国
に
お
い
て
貿
易
を
す
る
自
由
を
与
え
る
帝
国
の
命
令
書
（
許

可
証
）
を
い
く
つ
か
の
条
件
下
で
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
に
与
え
、
自

分
の
血
筋
を
引
く
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
王
朝
を
設
立
し
た
。

　
彼
の
後
継
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。（
将
軍
一
覧
続
き
）
77
（

）

　
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
家
の
直
系
が
途
絶
え
た
場
合
、
ミ
トM

ito

〔
水

戸
〕、
オ
ワ
リO

w
ari

〔
尾
張
〕
お
よ
び
キ
・
シ
ュK

i-siu

〔
紀
州
〕
の

三
つ
の
君
主
の
家
か
ら
選
択
し
、
帝
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
日
本
の
国
法

は
想
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
家
は
ゴ
サ
ン
カ
イ G

o
san

k
ai 

な
い
し

ゴ
サ
ン
・
ケ G

o
san

-K
e

〔
御
三
家
〕と
い
う
名
称
を
持
つ
。
男
性
後
継

者
が
い
な
い
場
合
に
シ
ョ
ー
グ
ン〔
将
軍
〕が
選
出
「
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
選
帝
侯
の
家
系
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
帝
位
継
承
は
イ
イ
ェ
ヤ

ス
〔
家
康
〕
の
家
系
に
お
け
る
子
孫
の
間
で
保
持
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

の
も
、
こ
の
君
主
は
、
オ
ワ
リ
〔
尾
張
〕、
ミ
ト
〔
水
戸
〕
お
よ
び
キ
・

シ
ュ
〔
紀
州
〕
の
領
国
を
そ
の
三
人
の
兄
弟
に
与
え
、
直
系
の
王
位
継
承

者
が
い
な
い
場
合
、
こ
の
三
つ
の
傍
系
か
ら
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
定
め
た
か
ら
で
あ
る
）
78
（

。
政
治
的
な
感
情
が
こ
れ
ほ
ど
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
国
に
お
い
て
は
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
選
択
が
そ
れ

ほ
ど
平
穏
に
は
終
わ
ら
ず
、
各
候
補
者
が
支
持
者
の
支
援
を
受
け
な
が
ら

自
分
が
選
択
さ
れ
る
よ
う
に
可
能
な
限
り
の
陰
謀
を
企
て
る
こ
と
は
容
易

に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
騒
動
が
起
こ
る
こ
と
を
で
き
る
だ

け
防
ぐ
た
め
に
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
の
従
臣
た
ち
は
君
主
の
死
亡
を

宮
殿
の
外
部
に
公
表
す
る
こ
と
を
厳
罰
に
よ
っ
て
禁
止
し
て
い
る
。
死
の

直
後
に
、
息
子
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
後
継
者
は
任
務
に
就
く
。
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
選
帝
会
議
が
開
か
れ
、
三
人
の
選
帝
侯
）
79
（

の
資
格
に
つ
い
て
検

討
し
、
新
し
い
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
を
選
出
す
る
。
こ
の
選
択
は
ミ
カ

ド
の
許
可
と
批
准
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
イ
ェ
サ
ダIjesad

a

〔
家
定
〕
が
一
八
五
八
年
に
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
ミ
ト
〔
水
戸
〕
と
キ
・

シ
ュ
〔
紀
州
〕
の
君
主
が
候
補
者
と
な
り
、
い
ず
れ
か
を
立
て
る
た
め
の

激
し
い
争
い
が
行
わ
れ
た
。
摂
政
派
（
イ
・
イ
カ
モ
ン
・
ノ
・
カ
ミ
）I-

Ik
am

o
n
 
n
o
 
k
am

i

〔
井
伊
掃
部
頭
直
弼
〕
が
勝
利
し
、
一
八
五
八
年
の

末
に
キ
・
シ
ュ
〔
紀
州
〕
の
君
主
が
ミ
ナ
モ
ト
・
イ
イ
ェ
モ
ツ
ィ M

in
a-

m
o
to
 
Ijem

o
tsi

〔
源
家
茂
〕
の
名
前
で
帝
位
を
継
承
し
た
。
彼
は
当
時

ま
だ
未
成
年
で
あ
り
、
ゴ
タ
イ
ロ G

o
tairo

〔
御
大
老
〕
と
し
て
の
イ
・

イ
カ
モ
ン
・
ノ
・
カ
ミ
〔
井
伊
掃
部
頭
直
弼
〕
に
実
際
の
政
治
が
委
ね
ら

れ
た
が
、
こ
れ
は
最
も
難
し
い
時
期
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、
丁
度
こ
の
時
、
西
洋
列
強
（
＊
）
が
オ
ラ
ン
ダ
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
と
同
様
の

貿
易
協
定
を
結
ぶ
こ
と
を
日
本
政
府
に
要
求
す
る
た
め
に
、
そ
の
代
表
を

小
艦
隊
と
共
に
イ
ェ
ド
〔
江
戸
〕
に
送
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら

(02)338
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表１－２　将軍一覧（続き）

ショーグン〔将軍〕の名前 血筋 統治期間 注

30 M. フィデ・ツグ M. Fide Tsugu
〔秀次〕

タイコ〔太閤〕の甥、ヨー Joo
〔三好一路〕の息子

極短期間 タイコの命令で後見
がついた。

31 M. フィデ・ヨリ M. Fide Jori
〔秀頼〕

タイコ〔太閤〕の息子 名前のみ
でしか統
治してい
なかった。

保護者イイェヤスは
彼の代理として統治
した。

32 ミナモト・イイェヤス Minam: 
Jjejasu ; Jjejas〔源家康〕

14年 上記の後見期間を含
む。

33 M. フィデ・タダM. Fide Tada
〔秀忠〕

イイェヤス〔家康〕の三男 18年

34 M. イイェ・ミツ M. Jje-mitzu〔家光〕 フィデ・タダ〔秀忠〕の息子 21年80

35 M. イイェ・ツナ M. Jje-tsuna〔家綱〕 イイェ・ミツ〔家光〕の息子 30年

36 M. ツナ・ヨシ M. Tsuna-Josi〔綱吉〕 イイェ・ミツ〔家光〕の息子 28年

37 M. イイェ・ノブ M. Jje-Nobu〔家宣〕 ツナ・ヨシ〔綱吉〕の息子81 4年

38 M. イイェ・ツグ M. Jje-tsugu〔家継〕 イイェ・ノブ〔家宣〕の息子 3年

39 M. ヨシ・ムネM. Josi-mune〔吉宗〕 キ・シュ〔紀州〕選帝侯82 29年 ゴサンカイ〔御三
家〕、それもキ・シ
ュ〔紀州〕家から選
ばれた最初のショー
グンであった。

40 M. イイェ・シゲ M. Jje-sige〔家重〕
83 17年84

41 M. イイェ・ファル M. Jje-faru〔家治〕 25年

42 M. イイェ・ナリM. Jje-nari〔家斉〕 イイェ・ファル〔家治〕の養子
（？）ママ85

51年

43 M. イイェ・ヨシM. Jje-josi〔家慶〕 イイェ・ナリ〔家斉〕の息子 15年 イイェヨシ、よくイ
ェヨシYeoshiと 間
違って呼ばれている
が、アメリカとの仮
の協定締結後に急死
した。ミト〔水戸〕
の従臣に殺害された
可能性が高い。

44 M. イイェ・サダM. Jje-Sada〔家定〕 イイェ・ヨシ〔家慶〕の息子 5年 水腫で死去した。

45 M. イイェ・モティないしモツィ
M. Jje-moti ; motsi〔家茂〕

キ・シュ〔紀州〕選帝侯86 1858年よ
り現在ま
で

イイェサダは息子な
しで死去し、ゴサン
カイ〔御三家〕の中
から、イイェモツィ
が王位継承者として
選ばれた。

(03)339
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の
交
渉
の
詳
細
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
、
ミ
ト
〔
水
戸
〕
と
サ
ツ
マ

〔

摩
〕
の
従
臣
に
よ
っ
て
イ
・
イ
カ
モ
ン
・
ノ
・
カ
ミ
〔
井
伊
掃
部
頭

直
弼
〕
が
一
八
六
〇
年
三
月
二
十
日
に
江
戸
の
路
上
で
殺
さ
れ
た
こ
と
を

記
し
て
お
く
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
彼
は
保
守
派
の
犠
牲
者
と
し
て
斃

れ
た
。

　　
＊
イ
ギ
リ
ス
は
、
後
に
イ
ン
ド
の
総
督
と
な
っ
た
エ
ル
ギ
ン
・
キ
ン
カ
ー
デ

ィ
ン）
87
（

L
o
rd

 
E
lgin

 
an

d
 
K
in
k
ard

in
e 

を
そ
の
た
め
に
派
遣
し
た
。
フ
ラ

ン
ス
は
後
に
イ
ギ
リ
ス
宮
廷
で
の
大
使
と
な
っ
た
グ
ロ）
88
（

男
爵 B

aro
n
 
G
ro

s

、

ロ
シ
ア
は
ロ
シ
ア
の
軍
務
に
従
事
し
て
い
た
提
督
プ
チ
ャ
ー
チ
ン）
89
（

伯
爵 G

raaf 

P
u
tiatin

e 

を
派
遣
し
た
。
い
ず
れ
も
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
条
約
を
得
た
。
前
者

は
リ
ン
ネ
ル
の
輸
入
に
関
し
て
重
要
な
減
税
を
実
現
し
た
（
二
〇
％
か
ら
五
％

へ
）。

　　
世
俗
支
配
の
起
源
お
よ
び
世
俗
支
配
が
宗
教
支
配
か
ら
「
強
者
の
権

利
」
に
よ
っ
て
分
離
し
て
い
っ
た
方
法
に
つ
い
て
、
以
上
の
数
頁
で
十
分

か
つ
明
快
に
解
説
し
た
と
思
う
。
こ
こ
で
少
し
ば
か
り
、
最
近
締
結
さ
れ

た
条
約
と
支
配
の
分
離
の
関
係
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
ミ
カ
ド
は
日
本
帝

国
の
主
権
者
で
あ
り
、
そ
の
名
の
下
で
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
の
で
き
る

唯
一
の
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
行
わ
れ
て

い
な
い
。（
列
強
は
）
イ
ェ
ド
〔
江
戸
〕
に
話
を
持
ち
か
け
た
。
こ
れ
は

確
か
に
正
し
い
方
法
で
あ
っ
た
が
、
条
約
を
締
結
し
た
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将

軍
〕
は
主
権
者
で
あ
る
ミ
カ
ド
に
そ
の
た
め
の
委
任
状
を
要
求
す
べ
き
で

あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
が
条
約
交
渉
を
行
っ
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
列
強
の
そ
れ
ぞ
れ
の
代
理
に
、
交
渉
に
先
立
ち
、
関
連
す
る
委
任

状
の
提
示
を
要
求
し
た
こ
と
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
怠
慢
は
、
ど
の

よ
う
な
詭
弁
で
言
い
訳
し
よ
う
と
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
が
法
的
主

権
者
か
ら
の
特
別
の
委
任
状
を
持
た
ず
、
な
お
さ
ら
そ
の
地
位
の
性
質
上

で
も
そ
の
よ
う
な
権
利
が
な
い
日
本
の
最
高
位
の
官
職
（
シ
ョ
ー
グ
ン

〔
将
軍
〕）
と
条
約
を
締
結
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ

れ
ら
の
条
約
は
事
実
上
無
効
で
あ
り
、
ミ
カ
ド
か
ら
の
承
認
が
得
ら
れ
る

ま
で
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
（
＊
）

。
そ
の
上
、
日
本
の
国
法
は
ミ
カ
ド
以
外
に
よ

っ
て
締
結
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
協
定
を
完
全
に
不
法
か
つ
無
効
と
し
て
い

る
。
特
に
そ
の
結
果
に
お
い
て
重
大
な
こ
の
誤
り
の
唯
一
の
原
因
は
、
日

本
の
内
務
に
関
し
て
必
要
な
知
識
が
欠
如
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
列
強
は
こ
れ
を
認
め
、
キ
ヨ
ト
〔
京
都
〕
の
宮
廷
に
こ
れ
ら
の

締
結
済
み
の
条
約
を
承
認
す
る
よ
う
に
強
く
要
請
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
に
よ
っ
て
し
か
こ
れ
ら
の
条
約
は
期
待
さ
れ
た
利
益
を
生
み
出
し
得
な

い
の
で
あ
る
。

　　
＊
こ
れ
は
数
か
月
前
に
実
際
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
）
90
（

（
？
）。

　　
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
に
よ
る
承
認
だ
け
で
（
効
力
を
発
す
る
の
に
）

十
分
で
あ
る
と
主
張
し
続
け
れ
ば
、
常
に
繰
り
返
さ
れ
る
襲
撃
、
貿
易
に

お
け
る
各
種
の
障
害
、
帝
国
自
体
に
起
こ
る
絶
え
間
な
い
内
戦
、
そ
し
て

自
分
の
伝
統
を
放
棄
す
る
ま
い
と
す
る
東
洋
民
族
の
無
法
な
行
為
か
ら
生

(04)340
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ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
＊
）

。

　　
＊
あ
る
日
、
あ
る
高
官
が
こ
れ
に
つ
い
て
、
な
ぜ
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
ス
タ
ー

リ
ン
グ）
91
（

提
督 A

d
m
iraal 

S
tirlin

g 

が
日
本
と
締
結
し
た
条
約
を
否
認
し
た
の

か
と
私
に
尋
ね
た
。
そ
れ
は
知
ら
な
い
と
私
が
答
え
る
と
、
彼
は
次
の
よ
う
に

答
え
た
。「
日
本
な
ら
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
は
、
ス
タ
ー
リ
ン

グ
が
こ
の
よ
う
な
条
約
を
結
ぶ
た
め
の
委
任
権
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
理
由
で
、
シ
ョ
ー
グ
ン
〔
将
軍
〕
と
締
結
さ
れ
た
す
べ
て

の
条
約
は
無
効
で
あ
る
。
彼
は
ミ
カ
ド
の
許
可
な
く
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
の
で
あ
る
」。
し
か
し
、
も
し
ス
タ
ー
リ
ン
グ
の
条
約
が
権
利
や
利
益
の

授
与
に
お
い
て
そ
れ
ほ
ど
制
約
的
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
無
効
に
し
た
か
ど
う

か
は
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
詳
細
に
記
す
。

　

第
二
部
　
解
説

　
一
、
ポ
ン
ペ
の
先
達
と
典
拠

　
以
上
、『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
に
お
け
る
日
本
史
に
関
す
る
記
述
を
見

て
き
た
。
ポ
ン
ペ
が
日
本
史
を
記
述
し
た
以
前
に
も
西
洋
人
に
よ
る
日
本

史
の
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
。
初
期
に
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
が
日
本
に
つ
い

て
定
期
的
に
報
告
を
し
た
が
、
彼
ら
の
注
目
は
当
時
の
出
来
事
に
注
が
れ

て
、
日
本
の
古
い
歴
史
や
当
時
出
来
上
が
っ
て
い
た
政
治
的
構
造
、
と
り

わ
け
天
皇
と
将
軍
と
の
関
係
の
成
立
過
程
に
は
向
い
て
い
な
か
っ
た
。
初

め
て
日
本
の
通
史
を
書
い
た
西
洋
人
は
ケ
ン
ペ
ル
で
あ
る
。

　
ケ
ン
ペ
ル
は
日
本
史
執
筆
の
た
め
に
『
大
日
本
王
代
記
）
92
（

』
を
利
用
し
た
。

こ
れ
は
庶
民
の
歴
史
年
表
で
あ
り
、
冒
頭
に
天
神
七
代
お
よ
び
地
神
五
代

を
挙
げ
た
上
で
、
神
武
天
皇
か
ら
今
上
天
皇
ま
で
を
扱
い
、
各
天
皇
の
年

代
記
を
掲
載
し
て
い
る
。
大
英
博
物
館
に
残
る
ケ
ン
ペ
ル
の
ノ
ー
ト
か
ら

ケ
ン
ペ
ル
が
本
書
を
詳
し
く
研
究
し
た
こ
と
が
分
か
る
）
93
（

。
ケ
ン
ペ
ル
『
日

本
誌
』
に
お
け
る
日
本
の
歴
史
記
述
に
は
別
の
典
拠
を
参
考
し
た
形
跡
も

あ
る
が
、
内
容
は
概
ね
本
書
に
沿
っ
て
い
る
。

　
日
本
史
の
研
究
の
た
め
に
歴
史
年
表
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ケ

ン
ペ
ル
の
後
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
テ
ィ
チ
ン
グ
は
『
大
日
本
史
）
94
（

』
を
始

め
と
す
る
多
く
の
日
本
の
資
料
を
利
用
し
た
が
、
そ
の
中
で
も
『
日
本
王

代
一
覧
』
を
精
力
的
に
研
究
し
た
）
95
（

。
テ
ィ
チ
ン
グ
の
翻
訳
は
死
後
に
ク
ラ

プ
ロ
ー
ト
に
よ
っ
て
編
集
・
出
版
さ
れ
た
）
96
（

。『
日
本
王
代
一
覧
』
は
神
武

天
皇
か
ら
正
親
町
天
皇
ま
で
の
各
天
皇
の
事
跡
を
ま
と
め
た
歴
史
年
表
で

あ
り
、
構
成
・
内
容
に
お
い
て
『
大
日
本
王
代
記
』
と
類
似
し
て
い
る
）
97
（

。

本
書
は
江
戸
期
に
広
く
流
布
し
た
。
シ
ー
ボ
ル
ト
や
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
も
本

書
を
オ
ラ
ン
ダ
に
持
ち
帰
っ
て
い
る
）
98
（

。
シ
ー
ボ
ル
ト
の
方
は
『
和
漢
年

契
』
を
利
用
し
た
）
99
（

。
こ
れ
は
日
本
と
中
国
の
対
照
歴
史
年
表
で
あ
り
、
上

下
二
つ
の
欄
が
あ
り
、
上
の
欄
に
各
天
皇
名
を
見
出
し
と
し
て
掲
げ
、
そ

の
天
皇
の
時
代
に
起
こ
っ
た
出
来
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
下
の
欄
に
中
国

の
皇
帝
お
よ
び
そ
の
時
代
の
出
来
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
歴
史
年
表
の
特
徴
は
、
天
皇
が
中
心
的
存
在
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。『
大
日
本
王
代
記
』
お
よ
び
『
日
本
王
代
一
覧
』

で
は
各
天
皇
名
が
見
出
し
に
な
っ
て
お
り
、
本
文
で
は
ほ
と
ん
ど
天
皇
に
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ま
つ
わ
る
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
将
軍
に
関
す
る
記
載
は
と
こ
ろ

ど
こ
ろ
本
文
に
出
て
く
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
存
在
感
は
非
常
に
薄
い
。

ま
た
、『
和
漢
年
契
』
に
お
い
て
も
、
将
軍
に
つ
い
て
の
記
述
は
欄
外
に

付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
西
洋
人
が
利
用
し
た

各
日
本
歴
史
年
表
に
お
け
る
中
心
的
存
在
は
天
皇
で
あ
っ
た
。
将
軍
が
世

俗
の
主
権
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ら
の
歴
史
年
表
か
ら
到
底
推

察
で
き
な
い
。
唯
一
、
将
軍
を
中
心
に
扱
っ
て
い
る
資
料
は
、
テ
ィ
チ
ン

グ
が
翻
訳
し
た
「
日
本
の
主
権
者
即
ち
現
王
朝
将
軍
家
の
家
伝
と
逸
話
）
100
（

」

の
原
資
料
で
あ
る
。
当
時
の
日
本
で
は
将
軍
家
を
中
心
に
扱
っ
た
歴
史
書

の
刊
本
が
少
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
）
101
（

。
と
は
い
え
、
当
時
の
将
軍
家
に
ま

つ
わ
る
逸
話
な
ど
は
写
本
の
形
で
流
布
し
て
い
た
）
102
（

。
こ
の
よ
う
な
写
本
を

テ
ィ
チ
ン
グ
が
利
用
出
来
た
こ
と
は
そ
の
学
問
的
追
究
及
び
日
本
で
築
い

た
友
情
と
信
頼
の
深
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
例
外
を
除
け

ば
、
当
時
の
西
洋
人
の
日
本
史
研
究
家
が
利
用
出
来
た
資
料
の
多
く
は
天

皇
を
中
心
的
に
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
西
洋
人
が
記
し
た
日
本
史
に
も
、

典
拠
の
性
質
上
、
天
皇
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
。

　
ポ
ン
ペ
も
ケ
ン
ペ
ル
、
テ
ィ
チ
ン
グ
、
シ
ー
ボ
ル
ト
と
同
様
に
日
本
の

幾
つ
か
の
歴
史
書
を
オ
ラ
ン
ダ
に
持
ち
帰
ろ
う
と
し
た
。
ポ
ン
ペ
は
そ
の

中
に
二
十
二
巻
か
ら
成
る
も
の
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
の
で
、
恐
ら
く

そ
れ
は
頼
山
陽
著
『
日
本
外
史
）
103
（

』
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
本
書
は
漢

文
で
書
か
れ
た
二
十
二
巻
か
ら
成
る
史
書
で
、
幕
末
に
広
く
流
布
し
た
。

そ
れ
ま
で
の
西
洋
人
日
本
史
研
究
家
た
ち
が
主
に
利
用
し
た
天
皇
中
心
の

歴
史
年
表
と
違
っ
て
、
本
書
は
武
家
を
中
心
に
扱
っ
た
生
き
生
き
と
し
た

歴
史
叙
述
書
で
あ
る
。
平
安
時
代
末
期
の
平
氏
か
ら
始
ま
り
、
徳
川
氏

（
徳
川
家
綱
）
ま
で
の
各
武
家
の
列
伝
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
武
家

中
心
と
は
い
っ
て
も
、
尊
王
が
最
高
の
道
徳
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
本
書

の
隅
々
に
ま
で
染
み
わ
た
っ
て
い
る
。
ポ
ン
ペ
が
本
書
を
読
解
し
た
と
は

到
底
考
え
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
本
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
に

日
本
の
歴
史
に
つ
い
て
教
示
し
た
人
物
の
史
観
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
資
料
は
嘗
て
の
ド
ゥ
ー
フ
の
日
本
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
同
様
に
難

破
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
）
104
（

た
め
、
ポ
ン
ペ
は
最
終
的
に
自
分
の
ノ
ー
ト
や
ケ

ン
ペ
ル
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
著
書
を
利
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
の
冒
頭
に
扱
わ
れ
て
い
る
神
話
（
天
神
七
代
お
よ
び

地
神
五
代
）
に
つ
い
て
は
幾
つ
か
の
小
さ
な
違
い
を
除
け
ば
シ
ー
ボ
ル
ト

『
日
本
』
第
三
部
「
日
本
の
神
話
と
歴
史
」
か
ら
転
載
し
て
い
る
。
シ
ー

ボ
ル
ト
の
典
拠
は
間
接
的
に
『
日
本
書
記
』
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
）
105
（

。
天

皇
支
配
に
関
す
る
ポ
ン
ペ
の
情
報
源
は
専
ら
ケ
ン
ペ
ル
で
あ
る
）
106
（

。
宮
廷
に

つ
い
て
の
記
述
は
元
々
カ
ロ
ン
『
日
本
大
王
国
志
』
に
お
け
る
記
述
を
ケ

ン
ペ
ル
が
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
）
107
（

。
頼
朝
の
記
述
に
関
し
て
も
ポ
ン
ペ
は

ケ
ン
ペ
ル
を
参
照
し
て
い
る
が
、
幾
つ
か
の
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
頼

朝
が
後
鳥
羽
天
皇
の
二
番
目
の
息
子
で
あ
っ
た
と
い
う
誤
り
は
ケ
ン
ペ
ル

に
は
な
い
。
ポ
ン
ペ
を
こ
の
誤
り
に
導
い
た
根
拠
は
天
皇
の
長
男
が
後
継

者
と
な
り
、
二
番
目
の
息
子
が
将
軍
に
な
る
と
い
う
情
報
で
あ
ろ
う
。
こ

の
情
報
は
カ
ロ
ン
『
日
本
大
王
国
志
』
に
記
さ
れ
て
い
る
）
108
（

。
な
お
、
頼
朝

に
よ
る
将
軍
支
配
の
確
立
の
経
過
は
ケ
ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ
ル
ト
よ
り
も
明

解
で
綿
密
に
分
析
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
ポ
ン
ペ
は
日
本
人
に
教

(06)342



343

ポンペの日本史観

示
を
受
け
た
こ
と
が
窺
え
る
。
頼
朝
以
降
の
歴
代
将
軍
表
は
ケ
ン
ペ
ル
が

『
日
本
誌
』
に
掲
載
し
て
い
る
表
に
酷
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ポ
ン
ペ

は
第
二
部
で
こ
の
表
を
日
本
人
の
歴
史
学
者
に
作
成
し
て
も
ら
っ
た
と
記

し
て
い
る
。
典
拠
は
不
明
で
あ
る
）
109
（

。
ポ
ン
ペ
は
秀
吉
に
注
目
し
、
そ
の
人

物
像
や
政
策
に
つ
い
て
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
ケ

ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
著
書
に
は
見
ら
れ
な
い
。
テ
ィ
チ
ン
グ
は
上
述

の
「
日
本
の
主
権
者
即
ち
現
王
朝
将
軍
家
の
家
伝
と
逸
話
」
で
秀
吉
に
つ

い
て
か
な
り
詳
細
な
説
明
を
し
て
い
る
が
、
ポ
ン
ペ
の
よ
う
に
政
策
の
分

析
ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
著
述
に
も
秀
吉
が

繁
に
登
場
す
る
が
、
秀
吉
の
政
策
を
こ
こ
ま
で
掘
り
下
げ
て
分
析
し
た

の
は
ポ
ン
ペ
が
初
め
て
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
こ
こ
で
ポ
ン
ペ
が
使
用
し
て
い
る
日
本
の
固
有
名
詞
の
綴
り
に

つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
神
話
に
関
し
て
は
、
ポ
ン
ペ

は
シ
ー
ボ
ル
ト
の
情
報
を
転
載
し
て
い
る
が
、
神
の
名
前
に
関
し
て
は
綴

り
が
若
干
異
な
る
。
特
に
音
節
の
区
切
り
方
に
違
い
が
見
ら
れ
る
。
シ
ー

ボ
ル
ト
は
基
本
的
に
助
詞
「
の
」
を
前
の
名
詞
に
付
け
る
形
を
取
っ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は
「
の
」
を
ハ
イ
フ
ン
で
区
切
っ
て
独
立
さ
せ

て
い
る
。
例
え
ば
、
伊
弉
諾
尊
を
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は Jza-n

a-gin
o
-

m
ik
o
to

と
綴
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は Izan

agi-n
o
-m

ik
o
to

と
綴
っ
て
い
る
。

　
ポ
ン
ペ
は
、
神
の
様
々
な
名
称
に
つ
い
て
は
著
者
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ

異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
と
指
摘
し
、
日
本
人
の
友
人
た
ち
に
最
も
正

し
い
書
き
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
神
話
に
つ
い

て
の
記
述
の
注
で
も
こ
の
課
題
に
つ
い
て
多
く
の
日
本
人
の
知
識
人
に
説

明
を
聞
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
を

書
く
た
め
の
情
報
収
集
の
方
法
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
の
方
法

は
、
資
料
に
基
づ
い
た
精
密
な
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
多
く
の
知
識
人
に

口
頭
で
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
ポ
ン
ペ
の
歴
史
記
述
は
ケ
ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
も
の
と
違
っ
て
、

全
体
像
が
し
っ
か
り
し
て
い
る
。

　　
二
、
日
本
史
の
時
代
区
分

　『
大
日
本
王
代
記
』
は
歴
代
天
皇
の
順
に
並
ぶ
年
代
記
で
あ
り
、
時
代

区
分
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ケ
ン
ペ
ル
は
『
日
本
誌
』
に
お
い
て
日
本
の

歴
史
を
三
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
い
る
。
即
ち
、
第
一
期
は
架
空
の
時
代

と
し
、
こ
れ
は
天
神
七
代
と
地
神
五
代
の
時
代
で
あ
る
。
第
二
期
は
歴
史

的
に
疑
わ
し
い
時
代
と
し
、
こ
れ
は
日
本
の
国
が
出
来
た
時
か
ら
紀
元
前

六
六
〇
年
の
日
本
初
代
の
君
主
即
ち
神
武
天
皇
ま
で
の
時
代
を
指
す
。
第

三
期
は
神
武
天
皇
以
降
の
時
代
で
、
歴
史
的
に
確
か
な
時
代
）
110
（

で
あ
る
と
考

え
た
。
ケ
ン
ペ
ル
は
第
三
期
を
さ
ら
に
三
期
に
分
割
し
、
第
一
期
は
神
武

天
皇
に
よ
る
肇
国
よ
り
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
ま
で
、
第
二
期
は
キ
リ
ス
ト
誕

生
よ
り
頼
朝
誕
生
ま
で
、
第
三
期
は
頼
朝
以
降
で
あ
る
。
日
本
史
の
時
代

区
分
に
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
用
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
史
観
）
111
（

は
さ
て
お
き
、

ケ
ン
ペ
ル
は
頼
朝
の
誕
生
を
重
視
し
た
。
こ
れ
は
、
ケ
ン
ペ
ル
が
頼
朝
を

初
代
の
将
軍
即
ち
初
代
の
世
俗
皇
帝
と
し
て
見
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
時
代
区
分
に
は
そ
れ
以
上
の
意
味
が
な
く
、
あ
く
ま
で
も
『
日
本
王
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代
記
』
に
従
っ
て
歴
代
天
皇
の
年
代
記
を
辿
っ
て
い
る
。

　
シ
ー
ボ
ル
ト
に
は
「
民
族
文
化
の
発
展
お
よ
び
現
国
家
形
態
の
生
成
と

確
立
の
歴
史
」
と
い
う
掘
り
下
げ
た
論
文
が
あ
る
が
、
こ
の
論
文
は
『
日

本
』
一
八
三
二
年
版
に
は
部
分
的
に
し
か
掲
載
さ
れ
ず
、
ト
ラ
ウ
ツ
の
再

版
）
112
（

（
一
九
三
〇
年
）
に
お
い
て
初
め
て
発
表
さ
れ
た
の
で
、
出
版
年
か
ら

す
る
と
、
ポ
ン
ペ
は
そ
れ
を
利
用
出
来
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ポ
ン
ペ

が
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』
で
参
考
出
来
た
の
は
、
日
本
人
の
起
源
よ
り
信

長
ま
で
を
論
じ
た
部
分
及
び
日
本
の
神
話
や
歴
史
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た

「
日
本
歴
史
へ
の
寄
稿
」
で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
が
利
用
で
き
た
神
話
の

典
拠
は
上
述
の
通
り
『
日
本
書
記
』
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
話
以
外

の
歴
史
に
つ
い
て
は
、『
和
漢
年
契
』
の
中
か
ら
「
漢
」
を
省
い
た
日
本

史
に
関
す
る
部
分
だ
け
を
採
用
し
、
典
拠
の
名
前
も
「
和
年
契
」
に
改
め

て
い
る
）
113
（

。
こ
の
『
和
漢
年
契
』
の
情
報
に
基
づ
い
て
シ
ー
ボ
ル
ト
は
日
本

の
歴
史
を
五
期
に
分
類
し
た
。
第
一
期
は
征
服
者
神
武
よ
り
第
一
回
高
麗

戦
争
ま
で
、
第
二
期
は
第
一
回
高
麗
戦
争
よ
り
仏
教
伝
来
ま
で
、
第
三
期

は
仏
教
伝
来
よ
り
源
頼
朝
に
よ
る
将
軍
支
配
の
確
立
ま
で
、
第
四
期
は
源

頼
朝
に
よ
る
将
軍
支
配
の
確
立
よ
り
源
家
康
ま
で
、
第
五
期
は
源
家
康
と

新
秩
序
の
建
設
か
ら
現
在
ま
で
で
あ
る
）
114
（

。
こ
の
時
代
区
分
か
ら
、
シ
ー
ボ

ル
ト
が
仏
教
伝
来
の
他
に
源
頼
朝
及
び
徳
川
家
康
を
重
視
し
た
こ
と
が
分

か
る
。

　
ポ
ン
ペ
の
時
代
区
分
は
ケ
ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
時
代
区
分
と
大
き

く
異
な
る
。
ポ
ン
ペ
は
日
本
の
歴
史
を
三
つ
の
時
期
に
区
分
し
て
い
る
。

第
一
期
は
起
源
史
即
ち
神
話
の
時
代
、
第
二
期
は
人
皇
即
ち
天
皇
支
配
の

時
代
、
第
三
期
は
世
俗
支
配
の
離
脱
即
ち
将
軍
支
配
の
時
代
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
ポ
ン
ペ
は
、
起
源
史
の
後
に
、
天
皇
支
配
の
時
代
及
び
将
軍
支

配
の
時
代
を
初
め
て
明
確
に
分
け
て
い
る
。
天
皇
支
配
の
代
表
的
人
物
と

し
て
は
、
神
武
天
皇
を
取
り
上
げ
、
将
軍
支
配
の
確
立
者
と
し
て
は
源
頼

朝
、
豊
臣
秀
吉
及
び
徳
川
家
康
に
注
目
し
て
い
る
。
ケ
ン
ペ
ル
や
シ
ー
ボ

ル
ト
の
時
代
区
分
に
お
け
る
編
年
史
的
な
性
質
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
の
時

代
区
分
は
政
治
形
態
を
基
と
し
て
お
り
、
日
本
の
歴
史
の
動
き
の
大
勢
を

捉
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ポ
ン
ペ
の
時
代
区
分
は
明
瞭
で
あ
り
、
西
洋

に
お
け
る
日
本
史
理
解
の
一
つ
の
重
要
な
展
開
を
遂
げ
て
い
る
。

　　
三
、
天
皇
と
将
軍
と
の
関
係

　
ポ
ン
ペ
の
時
代
区
分
に
お
い
て
は
天
皇
と
将
軍
と
の
関
係
が
重
要
な
要

素
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
西
洋
人
の
日
本
史
研
究
家
の
間
で
大
き
な
問
題

で
あ
っ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
イ
エ
ズ
ス
会
士
は
天
皇
と
将
軍
の
関
係
に

関
し
て
は
明
瞭
な
理
解
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
イ
エ
ズ
ス
会
士
の
書
簡

や
歴
史
書
に
は
、
将
軍
は
通
常
ク
ボ
「
公
方
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

に
対
し
て
、
天
皇
は
「
王
」
や
「
ダ
イ
ロ
」（
内
裏
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

初
め
て
天
皇
と
将
軍
と
の
関
係
の
説
明
を
試
み
た
の
は
カ
ロ
ン
で
あ
る
。

『
日
本
大
王
国
志
』
で
は
秀
吉
が
内
裏
か
ら
帝
冠
を
授
け
ら
れ
、
内
裏
は

ロ
ー
マ
教
皇
の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
）
115
（

。

そ
こ
か
ら
西
洋
に
お
い
て
将
軍
を
皇
帝
に
準
え
る
概
念
が
成
立
し
た
。
ケ

ン
ペ
ル
は
カ
ロ
ン
に
従
っ
て
天
皇
を
「
宗
教
的
世
襲
皇
帝
」（geistlich

e 

E
rb

k
aiser

）、
将
軍
を
「
世
俗
皇
帝
」（w

eltlich
en

 K
aiser

）
と
定
義
し

(08)344



345

ポンペの日本史観

て
い
る
）
116
（

。
こ
れ
ら
の
用
語
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
出
身
で
あ
っ
た
ケ
ン
ペ
ル
と
し
て
は
、
日
本
の

政
治
形
態
の
考
察
に
お
い
て
、
母
国
と
日
本
と
の
類
推
が
無
意
識
に
も
な

さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
は
大
小
の
複
数
の
国
か
ら
構
成

さ
れ
、
ロ
ー
マ
教
皇
が
そ
の
宗
教
的
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
存
在
し
、
神
聖
ロ

ー
マ
帝
国
の
皇
帝
の
戴
冠
式
を
行
っ
て
い
た
。
皇
帝
は
そ
れ
に
よ
り
世
俗

権
力
の
大
義
名
分
を
得
、
ロ
ー
マ
教
皇
の
守
護
者
と
し
て
の
役
目
を
負
っ

た
。
し
か
し
、
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
の
宣
言
に
よ
り
こ
の
戴
冠
式
が
不

要
と
な
り
、
徐
々
に
世
俗
支
配
が
宗
教
支
配
か
ら
離
脱
し
た
。
一
方
、
こ

の
皇
帝
の
権
威
も
帝
国
の
至
る
と
こ
ろ
で
均
一
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
皇
帝
の
直
轄
領
以
外
の
公
国
は
自
治
権
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
、

帝
国
の
国
政
は
皇
帝
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
国
家
的
問
題
は
主
要

な
諸
侯
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
帝
国
議
会
で
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に

当
時
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
日
本
帝
国
は
そ
の
国
政
に
お
い
て
多
く
の
類

似
点
を
持
ち
、
ケ
ン
ペ
ル
に
よ
る
「
宗
教
的
世
襲
皇
帝
」
及
び
「
世
俗
皇

帝
」
と
い
う
用
語
の
使
用
か
ら
、
ケ
ン
ペ
ル
は
天
皇
を
ロ
ー
マ
教
皇
、
将

軍
を
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
皇
帝
に
準
え
て
理
解
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ケ

ン
ペ
ル
以
降
幕
末
ま
で
、
こ
の
類
推
は
他
の
西
洋
人
日
本
史
研
究
家
に
受

け
継
が
れ
る
。
実
際
に
ポ
ン
ペ
も
即
位
に
つ
い
て
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
、

御
三
家
を
「
選
帝
侯
」k

eu
rvo
rstelijk

e 
geslach

ten

（
ド
イ
ツ
語

K
u
rfu
rsten

）
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
「
選
帝
侯
」
と
い
う
用
語
は
神
聖

ロ
ー
マ
帝
国
の
専
門
用
語
で
あ
り
、
皇
帝
を
選
ぶ
権
利
を
持
っ
て
い
た
七

名
の
諸
侯
を
指
し
て
い
た
。

　
一
方
、
シ
ー
ボ
ル
ト
が
宗
教
を
も
っ
て
日
本
歴
史
の
流
れ
を
説
明
し
よ

う
と
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
の
解
釈
に
よ
る
と
、
天
皇

が
絶
対
的
な
支
配
権
を
手
に
入
れ
た
の
は
日
本
に
元
々
あ
っ
た
神
道
と
い

う
原
始
宗
教
を
利
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
の
伝
来
が
そ
の

支
配
権
を
揺
る
が
し
た
。
天
皇
は
支
配
権
を
守
る
た
め
に
新
し
い
宗
教
を

味
方
に
し
た
が
、
や
が
て
数
世
紀
も
続
く
闘
い
が
起
こ
り
、
キ
リ
ス
ト
教

も
闘
争
に
加
わ
っ
た
。
こ
の
闘
い
の
末
、
天
皇
の
支
配
権
が
、
仏
教
を
国

家
宗
教
と
し
て
承
認
し
た
将
軍
に
よ
っ
て
簒
奪
さ
れ
、
新
し
い
封
建
制
度

が
形
成
さ
れ
た
）
117
（

。
ポ
ン
ペ
は
こ
の
シ
ー
ボ
ル
ト
の
宗
教
的
解
釈
を
受
容
し

て
い
な
い
。

　
ポ
ン
ペ
は
天
皇
の
地
位
に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
ケ
ン
ペ
ル
に
よ
る

「
ロ
ー
マ
教
皇
」
と
の
類
推
を
受
け
継
い
で
い
る
。
し
か
し
、
ケ
ン
ペ
ル

の
よ
う
に
天
皇
の
支
配
権
を
宗
教
的
な
事
柄
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
ま

た
、
シ
ー
ボ
ル
ト
の
よ
う
に
支
配
権
が
将
軍
に
移
っ
た
と
も
せ
ず
、
将
軍

が
天
皇
か
ら
支
配
権
を
簒
奪
し
た
後
で
も
、
日
本
の
国
法
上
の
主
権
者
、

す
な
わ
ち
真
の
主
権
者
は
今
で
も
天
皇
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の

点
に
お
い
て
は
、
江
戸
期
の
安
定
し
た
幕
府
支
配
を
経
験
し
た
ケ
ン
ペ
ル

や
シ
ー
ボ
ル
ト
と
違
っ
て
、
尊
皇
攘
夷
が
勃
発
し
た
激
動
す
る
幕
末
の
日

本
を
経
験
し
た
ポ
ン
ペ
の
時
代
背
景
の
影
響
も
窺
え
る
。
し
か
し
、
同
じ

時
期
に
日
本
に
滞
在
し
た
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
こ
の
憲
法
上
の
主
権
を
否
定

し
、
将
軍
が
国
家
の
長
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

日
本
は
兵
士
の
国
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
軍
隊
の
長
が
事
実
上
国
家
の
長

で
あ
る
と
い
う
説
明
を
行
っ
て
い
る
）
118
（

。
し
か
し
、
他
方
で
は
こ
の
将
軍
の

(09)345



346

支
配
権
も
名
目
だ
け
に
な
り
、
真
の
権
力
は
将
軍
の
閣
老
会
議
あ
る
い
は

む
し
ろ
大
名
た
ち
全
員
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
条
約
の
締
結

に
天
皇
の
批
准
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
こ
れ
ら
の
条
約
に
反
対

し
て
い
る
大
名
た
ち
の
大
義
名
分
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
）
119
（

。
天
皇
の

批
准
自
体
は
形
式
的
な
も
の
で
あ
り
、
天
皇
は
外
交
に
関
し
て
実
際
に
権

力
が
な
く
、
ま
た
関
係
も
な
い
と
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
論
じ
て
い
る
）
120
（

。
そ
れ

に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ポ
ン
ペ
は
歴
史
記

述
の
最
後
の
部
分
で
こ
の
問
題
に
戻
り
、
将
軍
が
条
約
交
渉
の
際
に
主
権

者
で
あ
る
天
皇
か
ら
の
委
任
状
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の

条
約
は
事
実
上
無
効
で
あ
り
、
有
効
に
す
る
た
め
に
は
天
皇
の
承
認
が
必

要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ポ
ン
ペ
に
よ
る
日
本
の
主

権
者
に
関
す
る
見
解
は
他
の
西
洋
人
と
異
な
り
、
む
し
ろ
尊
皇
思
想
に
近

い
形
跡
が
見
ら
れ
る
。

　　
四
、
結
　
論

　
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
観
に
は
三
つ
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ

目
は
政
治
形
態
に
基
づ
く
明
瞭
な
時
代
区
分
で
あ
る
。
こ
の
時
代
区
分
は

日
本
史
の
動
き
の
大
勢
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
。
二
つ
目
は
神
武
天
皇
、

源
頼
朝
、
豊
臣
秀
吉
、
徳
川
家
康
と
い
う
歴
史
上
重
要
な
人
物
に
つ
い
て

の
詳
細
な
分
析
で
あ
る
。
そ
の
中
で
ポ
ン
ペ
は
特
に
秀
吉
に
注
目
し
、
そ

の
政
策
を
詳
細
に
取
り
上
げ
た
。
三
つ
目
は
幕
府
政
治
を
詳
細
に
解
説
し

な
が
ら
も
、
天
皇
を
日
本
の
真
の
主
権
者
と
し
て
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ

る
。
特
に
こ
の
最
後
の
特
徴
は
激
動
の
幕
末
日
本
を
生
き
た
多
く
の
日
本

の
知
識
人
の
見
解
と
重
複
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
天
皇
が
真
の
主

権
者
で
あ
る
と
い
う
復
古
主
義
と
社
会
安
定
の
た
め
に
必
要
な
幕
府
維
持

の
両
立
と
い
う
矛
盾
で
あ
り
、
ポ
ン
ペ
も
日
本
の
知
識
人
と
の
触
れ
合
い

の
中
で
こ
の
矛
盾
に
染
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
ポ
ン
ペ
の
日
本
史
に

は
史
論
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
り
、
ポ
ン
ペ
は
政
治
の
変
遷
を
人
物
を
中
心

に
捉
え
よ
う
と
し
、
そ
こ
か
ら
幕
末
期
の
政
治
的
実
情
を
解
明
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
ポ
ン
ペ
は
ケ
ン
ペ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教

的
史
観
や
シ
ー
ボ
ル
ト
の
民
俗
学
的
史
観
の
よ
う
な
西
洋
的
史
論
で
は
な

く
、
日
本
側
の
視
点
に
立
っ
て
日
本
史
を
見
つ
め
て
い
る
と
言
え
る
。

　　
附
　
記

　
ポ
ン
ペ
の
研
究
は
末
中
哲
夫
先
生
と
の
出
会
い
で
始
ま
っ
た
。
末
中
先

生
は
『
日
本
滞
在
見
聞
記
』
の
重
要
性
を
示
し
、
そ
の
和
訳
お
よ
び
研
究

を
勧
め
て
く
れ
た
。
研
究
を
始
め
て
か
ら
、
末
中
先
生
と
定
期
的
に
お
会

い
し
、
内
容
、
分
析
、
研
究
方
法
に
つ
い
て
懇
篤
な
ご
指
導
を
頂
い
た
。

本
稿
の
成
る
に
当
た
っ
て
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
図
書
館
に
お

世
話
に
な
っ
た
。
宮
田
昌
明
氏
は
翻
訳
作
業
に
お
け
る
日
本
語
文
章
作
成

に
協
力
し
た
。
妻
桂
子
は
原
稿
を
校
閲
し
た
。
厚
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。
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注（
１
）　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
所
蔵
本
を
利
用
し
た
。

（
２
）　
沼
田
次
郎
・
荒
瀬
進
訳
『
ポ
ン
ペ
日
本
滞
在
見
聞
記
』
新
異
国
叢

書
十
、
東
京
、
雄
松
堂
書
店
、
一
九
六
八
年
。

（
３
）　
本
稿
で
は
そ
の
中
の
「
日
本
帝
国
の
古
い
歴
史
」、「
宗
教
的
お
よ

び
世
俗
的
な
支
配
」、「
ミ
カ
ド
と
シ
ョ
ー
グ
ン
」
の
三
項
目
の
み
和
訳

し
た
。

（
４
）　
序
文
で
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
日
本
に
関
す
る
完
璧
な
歴

史
を
読
者
に
供
す
る
の
が
私
の
ね
ら
い
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

ほ
ど
貴
重
な
著
述
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
る
日
は
ま
だ
そ
ん
な
に
近
づ

い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
各
人
は
、
自
分

の
認
識
と
経
験
を
根
拠
と
し
て
な
ん
ら
か
貢
献
す
る
こ
と
の
で
き
る
人

は
誰
で
も
、
こ
の
大
き
な
目
的
を
で
き
る
だ
け
す
み
や
か
に
達
成
す
る

た
め
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
和
訳
は
前
掲
沼
田
次
郎
・
荒
瀬

進
訳
『
ポ
ン
ペ
日
本
滞
在
見
聞
記
』
一
八
頁
に
よ
る
）。

（
５
）　「
日
本
帝
国
」、
原
文 h
et 
Jap
an
sch
e 
K
eizerrijk

。
十
七
〜
十
九

世
紀
の
オ
ラ
ン
ダ
で
出
版
さ
れ
た
日
本
関
係
図
書
の
著
者
の
多
く
は

「
日
本
」
に K
eizerrijk

あ
る
い
は R

ijk

（
帝
国
）
と
い
う
用
語
を
用
い

て
い
る
。
ポ
ン
ペ
も
両
用
語
を
併
用
し
て
い
る
。R

ijk

は
君
主
に
統
治

さ
れ
て
い
る
複
数
の
国
や
地
域
か
ら
成
る
強
力
な
国
と
い
う
意
味
で
あ

り
、K

eizerrijk

は
皇
帝
に
統
治
さ
れ
て
い
る
場
合
に
使
わ
れ
る
。
こ
の

用
語
の
意
味
に
は
二
つ
の
局
面
が
あ
る
。
一
つ
は
古
代
国
家
や
大
航
海

時
代
に
発
見
さ
れ
た
ア
ジ
ア
や
ア
メ
リ
カ
大
陸
の
国
王
や
皇
帝
に
統
治

さ
れ
る
諸
国
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
「
異
国
風
」
と
い
う
微
妙
な

意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
強
国
、

つ
ま
り
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
や
フ
ラ
ン
ス
帝
国
を
指
し
て
い
る
。
特
に
、

ケ
ン
ペ
ル
以
降
、
日
本
は
し
ば
し
ば
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
と
比
較
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
「
日
本
帝
国
」
と
い
う
用
語
を
ポ
ン
ペ
の
読
者
が
読
ん
だ

時
に
「
皇
帝
に
支
配
さ
れ
た
神
秘
的
な
強
国
」
の
よ
う
な
意
味
を
認
識

し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
６
）　
ホ
フ
マ
ン Jo

h
an
n
 
Jo
sep
h
 
H
o
ffm
an
n

（
一
八
〇
五
〜
一
八
七

八
）
は
一
八
三
〇
年
に
シ
ー
ボ
ル
ト
と
出
会
い
、
そ
の
助
手
を
務
め
、

一
八
五
五
年
に
ラ
イ
デ
ン
大
学
の
日
本
学
講
座
初
代
教
授
と
な
る
。『
岩

波
西
洋
人
名
辞
典
増
補
版
』
東
京
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
一
年
、
一
三

九
一
頁
。
ホ
フ
マ
ン
は
中
国
語
の
知
識
か
ら
出
発
し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・

ス
ペ
イ
ン
の
日
本
語
文
典
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て

記
さ
れ
た
日
本
語
に
関
す
る
書
籍
や
論
文
、
さ
ら
に
シ
ー
ボ
ル
ト
の
助

言
を
も
と
に
、
オ
ラ
ン
ダ
に
い
な
が
ら
日
本
語
を
習
得
し
て
い
た
。

　
　
ホ
フ
マ
ン
は
植
民
地
省
と
の
関
係
を
通
じ
て
ク
ル
テ
ィ
ウ
ス D

o
n
k
er 

C
u
rtiu
s

の
「
日
本
文
法
稿
本
」
を
入
手
し
、
日
本
に
渡
航
す
る
オ
ラ
ン

ダ
人
に
日
本
語
の
基
礎
知
識
を
与
え
る
目
的
で
そ
れ
を
増
補
校
訂
し
、

植
民
地
省
の
後
援
を
受
け
て
一
八
五
七
年
に
出
版
し
た
。
こ
の
『
日
本

文
法
稿
本
』
は
二
百
三
十
頁
か
ら
成
り
、
口
語
・
文
語
双
方
の
基
礎
を

実
用
的
に
解
説
し
た
文
法
書
で
あ
る
。
ま
た
、
例
文
や
語
彙
も
豊
富
で
、

日
常
生
活
に
関
わ
る
日
本
語
の
基
礎
知
識
を
十
分
に
会
得
で
き
る
ほ
ど

の
内
容
を
掲
載
し
て
い
る
。
序
文
に
よ
る
と
、
ポ
ン
ペ
の
上
司
で
あ
っ

た
カ
ッ
テ
ン
ダ
イ
ケ
も
日
本
に
渡
航
す
る
前
に
本
書
で
精
力
的
に
日
本

語
を
学
ん
で
い
た
。
ポ
ン
ペ
も
『
日
本
文
法
稿
本
』
を
所
有
し
、
日
本
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語
の
初
歩
的
な
知
識
は
習
得
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

（
７
）　
こ
れ
に
つ
い
て
、
序
文
の
注
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
私

は
日
本
を
退
去
す
る
と
き
、
た
く
さ
ん
の
書
籍
、
絵
画
、
地
図
や
文
書

記
録
、
私
の
も
の
し
た
記
録
類
い
っ
さ
い
を
商
船
カ
リ
プ
ソ
号 C

alyp
so

に
乗
せ
て
本
国
に
発
送
し
た
。
し
か
し
こ
の
船
は
バ
ン
カ
群
島
中
の
レ

パ
ー
ル
島 L

epar

で
難
船
し
た
た
め
に
、
せ
っ
か
く
私
が
労
苦
と
苦
心

を
払
っ
て
集
め
た
貴
重
な
財
宝
を
い
っ
き
ょ
に
海
底
に
失
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
た
め
に
、
私
は
こ
の
現
在
の
著
述
を
編
集
す
る
に
当
っ
て
多

く
の
有
用
な
資
料
を
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
ま
た
私
は
、
事
件
に
関
し

て
も
人
物
に
関
し
て
も
、
自
由
に
私
独
自
の
判
断
を
す
る
た
め
に
、
政

府
の
記
録
を
使
用
す
る
申
込
み
を
す
る
気
も
な
か
っ
た
。
ま
た
さ
ら
に

こ
の
よ
う
な
報
告
は
、
そ
の
大
半
が
個
人
の
意
見
に
満
ち
た
推
測
を
含

ん
で
い
る
た
め
に
、
た
い
し
た
価
値
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
知
っ
て

い
た
」（
和
訳
は
前
掲
沼
田
次
郎
・
荒
瀬
進
訳
『
ポ
ン
ペ
日
本
滞
在
見
聞

記
』
一
八
〜
一
九
頁
に
よ
る
）。

（
８
）　A

b
el 

A
n
th
o
n
y 

Jam
es 

G
o
w
er

（
生
没
年
未
詳
）
は
一
八
五
九

年
に
在
江
戸
の
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
館
一
等
補
佐
官
に
任
命
さ
れ
、
香
港

よ
り
来
日
し
た
。
一
八
六
四
年
よ
り
翌
年
ま
で
長
崎
領
事
代
理
を
務
め

た
。
坂
本
太
郎
他
編
『
明
治
維
新
人
名
辞
典
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
一
年
、
二
九
九
頁
。

（
９
）　A
lexan

d
er 

G
eo

rg 
G
u
stav 

vo
n
 
S
ieb

o
ld

（
一
八
四
六
〜
一
九

一
一
）
は
一
八
五
九
年
に
父
と
共
に
来
日
し
て
、
父
が
帰
国
す
る
直
前

に
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
の
通
訳
と
な
っ
た
。
一
八
七
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
外

交
官
を
辞
し
、
日
本
政
府
に
雇
用
さ
れ
た
。
一
八
八
七
年
に
ド
イ
ツ
に

戻
り
、
父
の
収
集
物
や
遺
稿
の
整
理
に
当
た
り
、
弟
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
と

協
力
し
て
、
一
八
九
七
年
に
『
日
本
』
の
第
二
版
を
刊
行
し
た
。
武
内

博
編
著
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
東
京
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
、
一
九

八
三
年
、
一
七
〇
頁
。

（
10
）　M

erm
et 

d
e 

C
ach

o
n

（
生
没
年
未
詳
）
は
フ
ラ
ン
ス
の
海
外
布
教

協
会
よ
り
派
遣
さ
れ
、
中
国
南
部
で
布
教
に
従
事
し
た
後
、
一
八
五
八

年
に
フ
ラ
ン
ス
使
節
グ
ロ
ー
の
通
訳
と
し
て
来
日
し
た
。
日
本
で
は
宣

教
や
通
訳
な
ど
幅
広
い
活
動
を
行
っ
た
。
前
掲
『
明
治
維
新
人
名
辞

典
』
二
六
七
〜
二
六
八
頁
。

（
11
）　C

h
an

n
in
g 

M
o
o
re 

W
illiam

s

（
一
八
二
九
〜
一
九
一
〇
）
は
ア

メ
リ
カ
の
聖
公
会
の
宣
教
師
と
し
て
一
八
五
九
年
に
上
海
よ
り
長
崎
に

到
着
し
、
そ
こ
で
一
八
六
八
年
ま
で
伝
道
に
努
め
た
。
一
八
八
七
年
に

日
本
聖
公
会
が
組
織
さ
れ
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
そ
の
総
会
議
長
と
な
っ

た
。
前
掲
『
岩
波
西
洋
人
名
辞
典
増
補
版
』
一
七
九
頁
。

（
12
）　E

n
g
elb

ert 
K
a
em

p
fer, 

T
h
e 
H
isto
ry
 
o
f 
J
a
p
a
n
. 
L
o
n
d
o
n
: 

P
rin
ted
 
for 
th
e 
T
ra
n
sla
tor, 

1728. 
F
acs. 

ed
. 
T
o
k
yo

, 
Y

ush od o, 

1977

を
利
用
し
た
。

（
13
）　P

h
ilip

p
 
F
ra

n
z 

v
o
n
 
S
ieb

o
ld

, 
N
ip
p
o
n
. 
A
rch
iv 
zu
r 
B
es-

ch
reibu

n
g 
von
 
Ja
pa
n
. 
L
eyd

en
, 
1832. 

F
acs. 

ed
. 
T
o
k
yo

 
: 
K
o
-

d
an

sh
a, 

1975.

を
利
用
し
た
。
ポ
ン
ペ
は
そ
の
「
日
本
史
」
に
お
い
て
、

神
話
に
つ
い
て
は
シ
ー
ボ
ル
ト
を
利
用
し
、
天
皇
や
宮
廷
に
つ
い
て
は

ケ
ン
ペ
ル
を
利
用
し
て
い
る
。

（
14
）　
ハ
イ
セ
ン
・
ヴ
ァ
ン
・
カ
ッ
テ
ン
ダ
イ
ケ W

illem
 
Jo

h
an

 
C
o
r-

n
elis 

H
u
yssen

 
van

 
K
atten

d
ijk

e  

（
一
八
一
六

一
八
六
六
）は
ポ
ン

(12)348



349

ポンペの日本史観

ペ
が
参
加
し
た
第
二
次
海
軍
派
遣
隊
の
隊
長
で
あ
っ
た
。
ポ
ン
ペ
と
共

に
一
八
五
七
年
に
長
崎
に
到
着
し
、
一
八
五
九
年
に
オ
ラ
ン
ダ
に
帰
国

し
た
。
一
八
六
一
年
よ
り
海
軍
大
臣
を
務
め
、
五
年
後
に
現
役
の
ま
ま

ハ
ー
グ
で
歿
し
た
。
日
本
で
の
滞
在
に
つ
い
て
は
『
日
本
滞
在
日
記
抄
』

U
itrek

sel 
u
it 
h
et 
d
agb
o
ek
 
van
 
W
. 
J. 
C
. 
R
id
d
er 
H
u
ijssen

 

van
 
K
atten

d
ijk
e 
ged
u
ren
d
e 
zijn
 
verb
lijf 
in
 
Jap
an
 
in
 
1857, 

1858 
en
 
1859.

s 
G
raven

h
age, 

W
. 
P
. 
V
an
 
S
to
ck
u
m
: 
1860. 

と

い
う
回
想
録
が
あ
る
が
、
本
書
で
は
日
本
史
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
記

さ
れ
て
い
な
い
。
邦
訳
と
し
て
水
田
信
利
『
長
崎
海
軍
伝
習
所
の

日
々
』（
東
洋
文
庫
二
六
、
東
京
、
平
凡
社
、
一
九
六
四
年
）
が
あ
る
。

（
15
）　
オ
ー
ル
コ
ッ
ク S

ir 
Jo
h
n
 
R
u
th
erfo
rd
 
A
lco
ck
 

（
一
八
〇
九

）は
初
代
の
駐
日
イ
ギ
リ
ス
総
領
事
兼
外
交
代
表
と
し
て
有
名

で
、
一
八
五
九
年
か
ら
一
八
六
二
年
ま
で
の
在
日
期
間
は
ポ
ン
ペ
の
在

日
期
間
と
重
な
る
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
は
ポ
ン
ペ
よ
り
も
先
に
二
冊
か
ら

な
る
日
本
滞
在
記
録
『
大
君
の
都
』R

u
th
erfo
rd
 A
lco
ck
, T
h
e C
a
pi-

ta
l 
o
f 
th
e 
T
y
co
o
n
.
L
o
n
d
o
n
:
L
o
n
g
m
a
n
,
G
reen
, 
L
o
n
g
m
a
n
,
 

R
o
b
erts 

&
 
G
reen
, 
1863. 

2 
vo
ls.

を
出
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
日
本

の
文
化
や
歴
史
に
つ
い
て
の
研
究
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
記

述
は
断
片
的
で
あ
り
、
ポ
ン
ペ
の
よ
う
な
体
系
的
な
研
究
に
は
な
っ
て

い
な
い
。
邦
訳
と
し
て
は
、
山
口
光
朔
訳
『
大
君
の
都
』
東
京
、
岩
波

文
庫
、
一
九
六
二
年
が
あ
る
。

（
16
）　
リ
ン
ダ
ウR

u
d
o
lf 
L
in
d
au
 

（
一
八
二
九

一
九
一
〇
）は
一
八
五

九
年
か
ら
一
八
六
四
年
ま
で
に
ス
イ
ス
総
領
事
と
し
て
来
日
し
た
。
著

書
に
『
日
本
航
海
記
』U

n
 
voya

ge 
a
u
tou
r 
d
u
 
Ja
pon
. 
P
aris: 

L
.
   

H
ach
ette, 

1864

、
邦
訳
と
し
て
は
、
森
本
英
夫
訳
『
ス
イ
ス
領
事
の
見

た
幕
末
日
本
』
東
京
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
八
六
年
が
あ
る
。

（
17
）　
原
文 h

et b
estu
u
r d
er zeven

 H
em
elsch

e geesten
.

（
18
）　
天
神
七
代
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
中
世

神
道
家
が
仏
教
の
教
説
に
よ
る
日
本
神
話
の
再
解
釈
や
神
々
の
系
譜
の

整
理
を
行
っ
た
時
に
作
ら
れ
た
観
念
で
あ
る
。
特
に
吉
田
神
道
に
お
い

て
提
唱
さ
れ
、
江
戸
期
に
は
一
般
庶
民
の
常
識
で
あ
っ
た
。
本
稿
注
101

参
照
。

（
19
）　
神
名
に
関
し
て
は
坂
本
太
郎
他
校
注
『
日
本
書
紀
』（
日
本
古
典
文

学
大
系 

六
七
）
東
京
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
を
底
本
に
し
た
。
た

だ
し
、
漢
字
お
よ
び
振
り
仮
名
は
新
字
体
に
改
め
た
。

（
20
）　
国
常
立
尊
（
く
に
の
と
こ
た
ち
の
み
こ
と
）
の
別
名
。
前
掲
『
日

本
書
記
』「
一
書
」
に
み
え
る
。

（
21
）　
天
神
七
代
お
よ
び
地
神
五
代
の
統
治
年
数
の
典
拠
は
シ
ー
ボ
ル
ト

『
日
本
』
で
あ
る
。
シ
ー
ボ
ル
ト
の
典
拠
は
未
詳
で
あ
る
。
地
神
五
代
に

関
し
て
は
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』
と
同
年
数
を
挙
げ
て
い
る
。
ケ
ン
ペ

ル
の
典
拠
は
吉
田
光
由
『
大
日
本
王
代
記
』
安
田
十
兵
衛
、
貞
享
元
年

（
一
六
八
四
年
）
を
典
拠
と
し
て
い
る
。
本
稿
解
説
部
分
参
照
。

（
22
）　
前
掲
『
日
本
書
記
』
で
は
「
天
之
瓊
矛
（
あ
め
の
ぬ
ぼ
こ
）」、
つ

ま
り
宝
石
で
飾
ら
れ
た
矛
と
な
っ
て
い
る
。

（
23
）　
ポ
ン
ペ
は
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.525

）
よ

り
転
載
し
て
い
る
が
、
シ
ー
ボ
ル
ト
は
伊
予
の
島
に
属
す
る
と
し
て
い

る
の
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は
誤
っ
て
個
別
の
島
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

前
掲
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
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（
24
）　
ポ
ン
ペ
は
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.525

）
よ

り
転
載
し
て
い
る
が
、
前
掲
『
日
本
書
紀
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
25
）　
同
上
。

（
26
）　
同
上
。

（
27
）　
ポ
ン
ペ
は
こ
の
誤
り
を
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, op. cit., 

p
.525

）
よ
り
転
載
し
て
い
る
。
前
掲
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
雙
生
」
は

島
の
名
前
で
は
な
く
、「
次
に
億
岐
洲
と
佐
度
洲
と
を
雙
（
ふ
た
ご
に
）

生
む
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
以
上
書
き
下
し
は
前
掲
『
日
本
書
紀
』

日
本
古
典
文
学
大
系

六
七
巻
、
八
一
頁
に
従
っ
た
。

（
28
）　
シ
ー
ボ
ル
ト
で
は
「
八
百
万
の
神
々
」ach

t 
M

illio
n
en

 
G
o
tter

と
な
っ
て
い
る
（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.525

）。
ポ
ン
ペ
は
「
神
々
」
を

「
住
民
」b

ew
o
n
ers

と
解
し
て
い
る
。

（
29
）　
ポ
ン
ペ
は
こ
の
誤
り
を
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, op. cit., 

p
.525

）
よ
り
転
載
し
て
い
る
。
原
文
はd

ie 
V
egetatio

n
 
d
er 

E
rd

e  

（A
w
o
-h
ito

-k
u
sa

）。『
日
本
書
紀
』
に
は
「
青
人
草
」
と
あ
り
、
こ
れ

は
「
植
物
」
の
意
で
は
な
く
、「
人
が
草
の
生
い
茂
る
様
に
増
え
る
こ

と
」
を
指
し
て
い
る
。

（
30
）　
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.525

）
で
も O

o
-

h
iru

-m
en

o
-m

ik
o
to

と
な
っ
て
い
る
。
前
掲
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
オ

ホ
ヒ
ル
メ
ノ
ム
チ
」（
大
日

貴
）
と
あ
る
。
た
だ
し
、「
一
書
」（
第

一
）
に
は
「
大
日

尊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
『
日
本
書
紀
』
八

八
頁
。

（
31
）　
前
掲
『
日
本
書
紀
』
神
代
第
五
段
一
書
第
六
（
九
一
頁
）
に
記
さ

れ
て
い
る
風
の
神
。
別
名
級
長
戸
辺
命
（
し
な
と
べ
の
み
こ
と
）。

（
32
）　
シ
ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.526

）
よ
り
転
載
。

『
日
本
書
紀
』
に
は
見
ら
れ
な
い
神
名
で
あ
る
。

（
33
）　
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』（K

aem
p
fer, 

op. 
cit., 

p
.98

）
に
も
、
シ

ー
ボ
ル
ト
『
日
本
』（S

ieb
o
ld
, 
op. 
cit., 

p
.526

）
に
も
同
様
の
記
述
が

あ
る
。

（
34
）　
前
掲
『
日
本
書
紀
』
九
六
頁
で
は
「
神
」
で
は
な
く
、「
月
読
尊
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
35
）　
地
神
五
代
は
『
日
本
書
紀
』
な
ど
に
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
中
世

神
道
家
が
仏
教
の
教
説
に
よ
る
日
本
神
話
の
再
解
釈
や
神
々
の
系
譜
の

整
理
を
行
っ
た
時
に
天
神
七
代
と
共
に
作
ら
れ
た
観
念
で
あ
る
。
特
に

吉
田
神
道
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
、
江
戸
期
に
は
一
般
庶
民
の
常
識
で
あ

っ
た
。
本
稿
注
101
参
照
。

（
36
）　
ポ
ン
ペ
は
ケ
ン
ペ
ル
に
従
っ
て
、
天
皇
を
宗
教
上
の
世
襲
皇
帝

geestelijk
e 

erfk
eizer

と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
将
軍
に
つ
い
て
は
ケ

ン
ペ
ル
の
よ
う
に
世
俗
皇
帝
で
は
な
く
、
世
俗
君
主 w

ereld
lijk

e 
m
o
-

n
arch

や
世
俗
支
配
者 w

ereld
lijk

e gezagvo
erd

er

と
し
て
い
る
。

（
37
）　
天
照
大
神
が
男
神
で
あ
る
と
い
う
ケ
ン
ペ
ル
の
誤
り
を
ポ
ン
ペ
は

注
で
否
定
し
て
い
る
が
、
本
文
で
は
ケ
ン
ペ
ル
に
従
っ
て
い
る
。

（
38
）　K

aem
p
fer, op. cit., p

.98.

（
39
）　S

ieb
o
ld
, op. cit., p

.526.

（
40
）　
ポ
ン
ペ
は
本
注
に
お
け
る
天
皇
の
称
号
に
つ
い
て
の
記
述
を
ケ
ン

ペ
ル
『
日
本
誌
』
よ
り
転
載
し
て
い
る
。K

aem
p
fer, 

op. 
cit., 

p
.149

。

ミ
カ
ド
が
ミ
コ
ト
か
ら
転
じ
た
と
い
う
の
は
荻
生
徂
徠
の
見
解
で
あ
る
。

荻
生
徂
徠
「
南
留
別
志
」（『
日
本
随
筆
大
成
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
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一
九
七
四
年
、
第
十
五
巻
所
収
）、
三
五
頁
。
他
の
語
源
説
と
し
て
は
、

（
一
）「
御
門
」
の
意
で
、
朝
廷
の
意
か
ら
天
皇
の
意
に
転
じ
た
も
の
、

（
二
）
ミ
ヤ
カ
ド
「
宮
門
」
の
意
な
ど
が
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』

東
京
、
小
学
館
、
一
九
七
五
年
、
第
十
八
巻
、
五
一
三
頁
。

（
41
）　
神
武
天
皇
と
シ
ー
ザ
ー
と
の
比
較
は
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』K

ae-

m
p
fer, op. cit., p

.159

よ
り
転
載
。

（
42
）　
以
下
の
天
皇
お
よ
び
宮
廷
に
関
す
る
記
述
は
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』

K
aem
p
fer, op. cit., p

p
.148-155

よ
り
の
転
載
で
あ
る
。

（
43
）　
天
皇
と
教
皇
と
の
類
推
は
す
で
に
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』K

aem
p
-

fer, op. cit., p
.149

に
も
見
ら
れ
る
。

（
44
）　
宮
田
登
に
よ
る
と
、
天
皇
の
「
聖
体
の
保
持
」
に
関
す
る
フ
ォ
ー

ク
ロ
ア
が
江
戸
時
代
に
一
般
庶
民
の
間
で
広
く
普
及
し
て
い
た
。
宮
田

登
『
王
権
と
日
和
見
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
六
年
、
四
〜
五

頁
。

（
45
）　
原
文 m

in
isterraad

と
い
う
用
語
は
ポ
ン
ペ
の
時
代
の
読
者
に
と
っ

て
「
内
閣
」
と
い
う
近
代
的
な
意
味
で
認
識
さ
れ
る
。

（
46
）　
平
安
時
代
以
降
に
皇
位
継
承
が
天
皇
の
生
前
に
行
わ
れ
る
の
が
通

常
と
な
っ
た
。『
国
史
大
辞
典
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、

第
五
巻
、
二
八
〇
頁
。

（
47
）　
江
戸
時
代
の
皇
室
領
は
凡
そ
三
万
石
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

慶
長
六
年
（
一
六
〇
一
）
に
徳
川
家
康
に
よ
り
進
献
さ
れ
た
山
城
国
内

二
十
八
ヶ
村
凡
そ
一
万
石
（
本
御
料
）、
元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
に
秀

忠
に
よ
り
進
献
さ
れ
た
山
城
国
内
三
十
三
ヶ
村
凡
そ
一
万
石
（
新
御
料
）、

宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
綱
吉
に
よ
り
進
献
さ
れ
た
山
城
国
内
四
十
四

ヶ
村
・
丹
波
国
桑
田
郡
内
七
ヶ
村
凡
そ
一
万
石
（
増
御
料
）
か
ら
成
っ

て
い
る
。
帝
室
林
野
局
編
『
御
料
地
史
稿
』
東
京
、
帝
室
林
野
局
、
一

九
三
七
年
、
二
四
八
〜
二
五
三
頁
。

（
48
）　Jan

 
H
en
d
rik
 
D
o
n
k
er 
C
u
rtiu
s  

（
一
八
一
三

一
八
七
九
）は
一

八
五
二
年
に
長
崎
出
島
の
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
と
し
て
来
日
し
た
。
日
蘭

通
商
条
約
の
締
結
に
努
め
、
一
八
五
六
年
に
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
。
締

結
後
に
長
崎
駐
在
オ
ラ
ン
ダ
弁
務
官
と
な
り
、
海
軍
伝
習
の
交
渉
に
も

尽
力
し
た
。
滞
日
中
、
日
本
語
を
研
究
し
、
前
掲
『
日
本
文
法
稿
本
』

を
著
し
た
。
前
掲
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
一
一
七
頁
。

（
49
）　
原
語
は gro

n
d
w
ettig

。gro
n
d
w
et 

と
は
、
国
家
体
制
の
基
本
的

な
条
件
を
規
定
し
た
法
で
あ
り
、
そ
の
国
の
様
々
な
法
律
の
基
と
な
る

根
本
法
で
あ
る
。「
国
法
」
あ
る
い
は
「
憲
法
」
の
意
で
あ
る
。
オ
ラ
ン

ダ
の
最
初
の
憲
法
は
一
七
九
八
年
に
制
定
さ
れ
、
一
八
一
〇
年
に
新
し

い
憲
法
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
一
八
一
五
年
に
ネ
ー
デ
ル
ラ

ン
ド
連
合
王
国
の
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
こ
の
憲
法
は
、
ベ
ル
ギ
ー
が
オ

ラ
ン
ダ
か
ら
独
立
し
た
後
の
一
八
四
八
年
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

gro
n
d
w
et 

と
い
う
用
語
か
ら
、
当
時
の
読
者
は
こ
の
時
代
の
オ
ラ
ン
ダ

王
国
憲
法
と
同
様
の
も
の
を
連
想
し
た
は
ず
で
あ
る
。

（
50
）　
源
平
の
争
乱
に
お
け
る
後
鳥
羽
天
皇
（
一
一
八
〇
〜
一
二
三
九
）

の
役
割
に
つ
い
て
の
記
述
は
ポ
ン
ペ
の
誤
り
で
あ
り
、
源
平
の
争
乱
と

承
久
の
乱
を
混
同
し
て
い
る
。
平
氏
の
討
伐
の
令
旨
を
発
し
た
の
は
後

白
河
上
皇
の
第
三
皇
子
以
仁
王
（
一
一
五
一
〜
一
一
八
〇
）
で
あ
っ
た
。

前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
三
巻
、
八
二
四
頁
。

（
51
）　
ポ
ン
ペ
の
誤
り
で
あ
る
。
源
頼
朝
（
一
一
四
七
〜
一
一
九
九
）
は
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源
義
朝
の
三
男
で
あ
る
。
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
に
任
命
さ
れ
た
の
は
建

久
三
年
（
一
一
九
二
）
で
あ
る
。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
三
巻
、

四
二
六
〜
四
三
〇
頁
。

（
52
）　C

aro
n
, op. cit., p

p
.147-148.

（
53
）　
頼
朝
に
よ
る
武
家
政
権
の
成
立
に
つ
い
て
は
前
掲
『
国
史
大
辞

典
』
第
十
三
巻
、
四
二
八
〜
四
三
〇
頁
参
照
。

（
54
）　
正
確
に
は
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
三

巻
、
五
五
〇
頁
。

（
55
）　
ポ
ン
ペ
は
以
下
に
ケ
ン
ペ
ル
『
日
本
誌
』
二
〇
一
頁
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
歴
代
将
軍
表
を
転
載
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
誤
植

が
あ
る
（
表
参
照
）。
ま
た
、
頼
朝
お
よ
び
信
長
の
血
筋
は
ケ
ン
ペ
ル
の

記
述
と
異
な
る
。
な
お
、
ケ
ン
ペ
ル
の
表
に
は
義
量
・
義
尚
・
秀
吉
の

統
治
期
間
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
ポ
ン
ペ
は
そ
れ
ぞ
れ
の

統
治
期
間
を
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
ポ
ン
ペ

が
独
自
に
調
べ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
56
）　
本
歴
代
将
軍
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
織
田
信
長
・
織
田
秀
信
・
豊

臣
秀
吉
は
実
際
に
は
将
軍
の
位
に
就
か
な
か
っ
た
。

（
57
）　
本
歴
代
将
軍
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
統
治
期
間
に
は
誤
り
が
多
い
。

頼
朝
は
二
十
年
で
は
な
く
七
年
統
治
し
た
。
頼
家
は
五
年
で
は
な
く
一

年
、
惟
康
親
王
は
二
十
年
で
は
な
く
二
十
三
年
（
ケ
ン
ペ
ル
に
は
二
十

四
年
と
あ
る
）、
足
利
尊
氏
は
二
十
五
年
で
は
な
く
二
十
年
、
義
満
は
十

四
年
で
は
な
く
二
十
六
年
（
ケ
ン
ペ
ル
に
は
四
十
年
と
あ
る
）、
義
持
は

二
十
一
年
で
は
な
く
二
十
九
年
、
義
教
は
十
四
年
で
は
な
く
十
二
年
、

義
勝
は
三
年
で
は
な
く
一
年
、
義
政
は
四
十
九
年
で
は
な
く
二
十
四
年
、

義
尚
は
十
九
年
で
は
な
く
十
六
年
（
ケ
ン
ペ
ル
に
記
載
な
し
）、
義
稙
は

十
八
年
で
は
な
く
十
七
年
、
義
晴
は
三
十
年
で
は
な
く
二
十
五
年
、
義

輝
は
十
六
年
で
は
な
く
十
九
年
、
義
栄
は
四
年
で
は
な
く
一
年
在
職
し

た
。
加
藤
友
康
他
編
『
日
本
史
総
合
年
表
』
東
京
、
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
一
年
、
九
九
二
〜
九
九
四
頁
。

（
58
）　
頼
朝
は
後
鳥
羽
天
皇
の
子
で
は
な
く
、
源
義
朝
の
子
で
あ
る
。
前

掲
『
日
本
史
総
合
年
表
』
九
九
二
頁
。

（
59
）　
義
持
は
尊
満
の
子
で
は
な
く
、
義
満
の
子
で
あ
る
。
前
掲
『
日
本

史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
60
）　
義
稙
は
義
尚
の
子
で
は
な
く
、
義
政
の
養
子
で
あ
る
。
前
掲
『
日

本
史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
61
）　
義
澄
は
義
稙
の
子
で
は
な
く
、
足
利
政
知
の
子
で
あ
る
。
前
掲

『
日
本
史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
62
）　
義
栄
は
義
輝
の
子
で
は
な
く
、
足
利
義
維
の
子
で
あ
る
。
前
掲

『
日
本
史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
63
）　
義
昭
は
義
栄
の
子
で
は
な
く
、
義
晴
の
子
で
あ
る
。
前
掲
『
日
本

史
総
合
年
表
』
九
九
四
頁
。

（
64
）　
信
長
は
正
親
町
天
皇
の
子
で
は
な
く
、
織
田
信
秀
の
子
で
あ
る
。

前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
、
八
四
九
頁
。

（
65
）　
正
確
に
は
天
文
六
年
（
一
五
三
七
）。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
十

巻
、
四
五
八
頁
。

（
66
）　『
太
閤
素
生
記
』
に
よ
れ
ば
、
尾
張
国
愛
知
郡
中
村
の
木
下
弥
右
衛

門
の
子
と
い
う
。
弥
右
衛
門
は
織
田
信
秀
の
足
軽
で
あ
っ
た
が
、
負
傷

し
て
村
に
帰
り
百
姓
と
な
っ
た
。
秀
吉
は
中
村
を
出
て
、
や
が
て
織
田
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信
長
に
仕
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
十
巻
、
四

五
八
頁
。

（
67
）　
ポ
ン
ペ
の
誤
り
で
あ
る
。
織
田
信
長
（
一
五
三
四
〜
一
五
八
二
）

の
父
は
尾
張
下
四
郡
を
支
配
す
る
清
洲
城
の
織
田
家
の
家
老
織
田
信
秀

で
あ
る
。
信
長
が
岐
阜
に
進
出
し
た
時
（
一
五
六
七
年
）
に
正
親
町
天

皇
か
ら
尾
張
・
美
濃
に
あ
る
御
料
地
の
回
復
を
委
嘱
さ
れ
、
ま
た
前
将

軍
足
利
義
輝
の
弟
義
昭
か
ら
室
町
幕
府
の
再
興
に
つ
い
て
依
頼
を
受
け

た
。
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第
二
巻
、
八
四
九
頁
。

（
68
）　
ポ
ン
ペ
の
誤
り
で
あ
る
。
織
田
信
長
は
征
夷
大
将
軍
の
位
に
就
か

な
か
っ
た
。

（
69
）　
秀
吉
は
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
に
従
一
位
関
白
の
地
位
に
の

ぼ
っ
た
。
関
白
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も
朝
廷
の
官
職
で
あ
る
た
め
、

秀
吉
が
「
ミ
カ
ド
の
権
力
支
配
か
ら
完
全
に
離
脱
し
」
た
と
い
う
ポ
ン

ペ
の
見
解
に
は
誤
り
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
秀
吉
の
権
力
樹
立
は
織
田
信

長
や
徳
川
家
康
の
そ
れ
と
違
っ
て
天
皇
・
朝
廷
に
依
存
し
た
形
で
実
現

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
池
上
裕
子
『
織
豊

政
権
と
江
戸
幕
府
』（
日
本
の
歴
史
第
十
五
巻
）
東
京
、
講
談
社
、
二
〇

〇
二
年
、
一
四
六
〜
一
四
九
頁
を
参
照
。

（
70
）　
秀
吉
の
居
住
地
は
江
戸
で
は
な
く
大
坂
で
あ
っ
た
。
ポ
ン
ペ
は
秀

吉
政
権
と
江
戸
幕
府
を
混
同
し
て
い
る
。

（
71
）　
ポ
ン
ペ
の
い
う
「
内
側
」
は
内
済
、「
外
側
」
は
公
事
に
当
た
る
。

近
世
の
訴
訟
に
お
け
る
内
済
に
つ
い
て
は
『
日
本
史
大
事
典
』
東
京
、

平
凡
社
、
一
九
九
三
年
、
第
五
巻
、
二
九
六
〜
二
九
七
頁
、
公
事
に
つ

い
て
は
『
日
本
史
大
事
典
』
第
二
巻
、
九
七
七
頁
を
参
照
。

（
72
）　
い
わ
ゆ
る
鎖
国
令
は
豊
臣
政
権
で
は
な
く
、
江
戸
幕
府
が
整
備
し

た
体
制
で
あ
る
。
鎖
国
の
成
立
に
つ
い
て
は
前
掲
『
国
史
大
辞
典
』
第

六
巻
、
三
三
五
〜
三
三
六
頁
を
参
照
。

（
73
）　
秀
頼
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
典
拠
は
未
詳
で
あ
る
。

（
74
）　
秀
頼
が
大
坂
城
か
ら
逃
げ
出
し
て
、

摩
藩
で
隠
れ
て
い
た
と
い

う
噂
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
コ
ッ
ク
ス
『
イ
ギ
リ
ス
商
館
長
日
記
』
に

も
記
載
さ
れ
て
い
る
。R

ich
ard

 
C
o
ck

s, 
D
ia
ry. 

L
o
n
d
o
n
: 
H
ak

lu
yt 

S
o
ciety, 

1883, 
p
.78.  

ク
ラ
セ
も
こ
の
噂
に
触
れ
て
い
る
。Jea

n
 

C
ra
sset, H

istoire d
e l, eglise d

u
 Ja
pon

. P
aris: F

ran
co

is M
o
n
-

talan
t, 1715, vo

l.II, p
.397.

（
75
）　
権
現
様
の
法
律
と
は
「
武
家
諸
法
度
」（
元
和
元
年
成
）
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
。

（
76
）　「
武
家
諸
法
度
」
に
は
外
国
人
を
殺
す
命
令
の
条
項
が
見
あ
た
ら
な

い
。
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
の
異
国
船
打
払
令
の
こ
と
か
。

（
77
）　
以
下
の
江
戸
幕
府
歴
代
将
軍
表
の
典
拠
は
、
源
頼
朝
の
代
か
ら
豊

臣
秀
吉
の
代
ま
で
の
表
と
違
っ
て
、
ケ
ン
ペ
ル
よ
り
の
転
載
で
は
な
く
、

ポ
ン
ペ
独
自
の
も
の
で
あ
る
。

（
78
）　
御
三
家
と
は
家
康
の
兄
弟
の
傍
系
で
は
な
く
、
家
康
の
九
子
義
直

を
初
代
と
す
る
尾
張
家
、
十
子
頼
宣
を
初
代
と
す
る
紀
州
家
、
十
一
子

頼
房
を
初
代
と
す
る
水
戸
家
が
三
家
と
し
て
宗
家
継
承
権
を
有
し
た
が
、

の
ち
八
代
将
軍
吉
宗
の
子
宗
武
・
宗
尹
と
九
代
家
重
の
子
重
好
を
各
々

初
代
と
す
る
田
安
・
一
橋
・
清
水
の
三

も
こ
れ
に
加
え
ら
れ
た
。
前

掲
『
日
本
史
大
事
典
』
第
五
巻
、
一
六
〇
頁
。

（
79
）　「
選
帝
侯
」K

eu
rvo

rsten

に
つ
い
て
は
注
80
を
参
照
。
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（
80
）　
家
光
の
在
任
期
間
は
二
十
一
年
で
は
な
く
二
十
八
年
で
あ
る
。
前

掲
『
日
本
史
総
合
年
表
』
一
〇
〇
六
頁
。

（
81
）　
家
宣
は
綱
吉
の
息
子
で
は
な
く
、
甲
府
藩
主
綱
重
の
長
男
よ
り
綱

吉
の
養
子
と
な
っ
た
。
前
掲
『
日
本
史
総
合
年
表
』
一
〇
〇
六
頁
。

（
82
）　
吉
宗
は
紀
伊
藩
主
光
貞
の
子
で
あ
る
。
前
掲
『
日
本
史
総
合
年

表
』
一
〇
〇
六
頁
。「
選
帝
侯
」K

eu
rvo
rsten

と
は
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に

お
い
て
皇
帝
を
選
ぶ
権
利
を
持
つ
諸
侯
を
指
す
専
門
用
語
で
あ
り
、
ポ

ン
ペ
は
こ
の
用
語
で
将
軍
の
継
承
者
を
選
ぶ
権
利
を
持
つ
「
御
三
家
」

の
意
味
を
解
し
て
い
る
。

（
83
）　
ポ
ン
ペ
は
家
重
お
よ
び
家
治
の
血
筋
を
記
し
て
い
な
い
。

（
84
）　
家
重
の
在
任
期
間
は
十
七
年
で
は
な
く
、
十
五
年
で
あ
る
。
前
掲

『
日
本
史
総
合
年
表
』
一
〇
〇
六
頁
。

（
85
）　
家
斉
は
一
橋
治
済
の
長
子
で
あ
る
。
同
上
、
一
〇
〇
六
頁
。

（
86
）　
家
茂
は
紀
州
藩
主
徳
川
斉
順
の
長
子
で
あ
る
。
同
上
、
一
〇
〇
六

頁
。

（
87
）　Jam

es 
B
ru
ce 
E
lgin

（
一
八
一
一
〜
一
八
六
三
）
は
イ
ギ
リ
ス
の

外
交
官
と
し
て
一
八
五
八
年
に
清
国
に
派
遣
さ
れ
、
そ
こ
で
天
津
条
約

を
調
印
し
た
。
同
年
に
遣
日
使
節
と
し
て
任
命
さ
れ
、
七
月
四
日
に
軍

艦
三
隻
で
品
川
沖
に
来
航
、
幕
府
と
の
間
で
日
英
通
商
条
約
を
締
結
し

た
。
前
掲
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
五
九
〜
六
〇
頁
。

（
88
）　Jean
 
B
ap
tiste 

L
o
u
is 
G
ro
s

（
一
七
九
三
〜
一
八
七
〇
）
は
一
八

五
七
年
に
弁
務
官
と
し
て
清
国
に
赴
き
、
天
津
条
約
調
印
後
、
品
川
に

来
航
し
、
日
本
と
の
通
商
条
約
を
締
結
し
た
。
前
掲
『
岩
波
西
洋
人
名

辞
典
増
補
版
』
四
八
三
頁
。

（
89
）　E

fim
 
V
asil, 

evich
 
P
u
tiatin

（
一
八
〇
四
〜
一
八
八
三
）
は
一

八
五
三
年
八
月
に
日
本
と
の
条
約
締
結
の
た
め
に
長
崎
に
来
航
し
た
が
、

日
本
側
に
拒
否
さ
れ
た
。
一
八
五
四
年
に
再
び
長
崎
に
来
航
し
た
が
、

ク
リ
ミ
ア
戦
争
勃
発
の
た
め
、
日
本
を
去
っ
た
。
同
年
十
月
に
軍
艦
デ

ィ
ア
ナ
号
で
函
館
に
来
航
し
、
十
一
月
に
大
坂
港
外
、
十
二
月
に
下
田

に
来
航
し
た
。
翌
年
の
二
月
に
日
露
和
親
条
約
の
締
結
を
果
た
し
た
。

前
掲
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
三
三
五
頁
。

（
90
）　
明
治
新
政
府
は
一
八
六
八
年
一
月
二
十
日
に
幕
府
締
結
の
条
約
遵

守
を
各
国
に
通
告
し
た
。
前
掲
『
日
本
史
総
合
年
表
』
四
九
〇
頁
。

（
91
）　Jam

es 
S
tirlin

g

（
一
七
九
一
〜
一
八
六
五
）
は
イ
ギ
リ
ス
海
軍
東

イ
ン
ド
艦
隊
司
令
長
官
と
し
て
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
際
に
極
東
海
域
の
警

備
に
当
た
り
、
日
本
近
海
の
ロ
シ
ア
艦
隊
を
追
跡
し
、
一
八
五
四
年
に

長
崎
に
来
航
し
、
徳
川
幕
府
と
の
間
で
日
英
約
定
七
条
を
調
印
し
た
。

前
掲
『
来
日
西
洋
人
名
事
典
』
一
九
五
頁
。

（
92
）　
大
英
博
物
館
に
ケ
ン
ペ
ル
旧
蔵
本
が
あ
る
。
吉
田
光
由
『
大
日
本

王
代
記
』
安
田
十
兵
衛
、
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
刊
。「
大
英
図
書
館

蔵
日
本
古
版
本
集
成
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
」（
東
京
、
本
の
友
社
、
一

九
九
六
年
）
を
利
用
し
た
。

（
93
）　
大
英
博
物
館
所
蔵
ケ
ン
ペ
ル
の
ノ
ー
ト
を
参
照
。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム P

ap
ers o

f E
n
gelb
ert K

aem
p
fer an

d
 related

 so
u
rces fro

m
 

th
e 
B
ritish

 
L
ib
rary, 

L
o
n
d
o
n
. 
M
arlb
o
ro
u
gh
: 
A
d
am
 
M
atth
ew
 

P
u
b
licatio

n
s, 2000.

を
利
用
し
た
。

（
94
）　F

ran
k
 
L
eq
u
in
, 
A
 
la
 
rech
erch
e 
d
u
 
C
a
bin
et 
T
itsin
gh
. 
A
l-

ph
en
 a
a
n
 d
en
 R
ijn
: C
an
aletto

, R
ep
ro
-H
o
llan
d
, 2003, p

. 112.
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（
95
）　
大
英
博
物
館
所
蔵
テ
ィ
チ
ン
グ
の
ノ
ー
ト
を
参
照
。
マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ムP

a
pers 

of 
Joh
n
 
S
ca
ttergoo, 

Isa
a
c 
T
itsin
gh
, 
H
ein
rich
 

Ju
liu
s 
K
la
proth

 
a
n
d
 
oth
er 
ea
rly 
m
a
terila

s 
from

 
th
e 
B
ritish

 

L
ib
ra
ry

, 
L
o
n
d
o
n
. 

M
a
rlb

o
ro

u
g
h
: 

A
d
a
m
 
M

a
tth

ew
 
P
u
b
lica

-

tio
n
s, 2001. 

を
利
用
し
た
。

（
96
）　Isaac 

T
itsin

gh
, 
N
ippon

 
o 
d
a
i 
itsi 
ra
n
, 
ou
 
A
n
n
a
les 
d
es 

em
pereu

rs d
u
 Ja
pon

. P
aris: P

rin
ted

 fo
r th

e O
rien

tal T
ran

sla-

tio
n
 
F
u
n
d
 
o
f 

G
reat 

B
rittain

 
an

d
 
Irelan

d
, 
1834. 

日
文
研
所
蔵

本
を
利
用
し
た
。

（
97
）　
林
鵞
峯
『
日
本
王
代
一
覧
』「
ラ
イ
デ
ン
民
族
学
博
物
館
蔵
シ
ー
ボ

ル
ト
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
」Leid

en
 : ID

C
,  

1982?

を
利
用
し
た
。

（
98
）　
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
旧
蔵
本
は
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
の
シ
ー
ボ
ル

ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
99
）　『
日
本
年
表
選
集
』
東
京
、
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
五
年
、
第
一
巻

所
収
の
影
印
版
を
利
用
し
た
。

（
100
）　
テ
ィ
チ
ン
グ
『
日
本
風
俗
図
誌
』
に
収
録
。T

itsin
gh

, 
Illu
stra
-

tion
s of Ja

pa
n
. L

o
n
d
o
n
: R

. A
ck

erm
an

n
, 1822. 

を
利
用
し
た
。

（
101
）　
テ
ィ
チ
ン
グ
『
日
本
風
俗
図
誌
』
の
レ
ミ
ュ
ザ
の
序
文
に
よ
る
と
、

徳
川
時
代
に
そ
の
王
朝
に
関
す
る
歴
史
書
を
出
版
す
る
こ
と
を
差
し
控

え
る
習
慣
が
あ
っ
た
。T

itsin
gh

, Illu
stra
tion
s of Ja

pa
n
., p

. xii.

（
102
）　
ス
ク
リ
ー
チ
氏
は
幾
つ
か
の
可
能
な
典
拠
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

厳
密
な
同
定
作
業
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。T

im
o
n
 
S
creech

 

（an
-

n
o
tatio

n
 
an

d
 
in
tro

d
u
ctio

n

）, S
ecret 

M
em
oirs 

of 
th
e 
S
h
ogu
n
s. 

Isa
a
c 
T
itsin
gh
 
a
n
d
 
Ja
pa
n
, 
1779-1822. 

L
o
n
d
o
n
, 

N
ew

 
Y
o
rk

: 

R
o
u
tled

ge, 2006, p
p
.65-67.

（
103
）　
頼
山
陽
『
日
本
外
史
』（
頼
成
一
、
頼
惟
勤
訳
）
東
京
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
六
年
を
利
用
し
た
。

（
104
）　J. 

L
. 
C
. 
P
o
m
p
e 

van
 
M

eerd
ervo

o
rt, 
V
ijf 
ja
ren
 
in
 
Ja
pa
n
. 

L
eid

en
 
: 
V
an

 
d
en

 
H
eu

vel 
en

 
V
an

 
S
an

ten
, 
1867-1868, 

vo
l.1, 

p
.13.

（
105
）　
金
本
正
之
は
『
シ
ー
ボ
ル
ト
「
日
本
」
の
研
究
と
解
説
』
東
京
、

講
談
社
、
一
九
七
七
年
、
一
五
六
〜
一
六
七
頁
に
お
い
て
シ
ー
ボ
ル
ト

の
主
要
な
典
拠
で
あ
っ
た
美
馬
順
三
の
オ
ラ
ン
ダ
語
論
文
と
『
日
本
書

記
』
を
照
合
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
日
本
書
紀
』
に
は
天
神
七
代
・
地

神
五
代
の
記
述
や
統
治
年
数
も
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
天
神
七
代
・

地
神
五
代
の
観
念
は
鎌
倉
時
代
以
降
の
神
道
史
料
に
登
場
す
る
。
ま
た
、

統
治
年
数
は
中
世
以
降
神
道
本
所
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
吉

田
神
道
の
思
想
下
で
確
立
し
て
い
る
（『
神
道
大
系
　
論
説
編
八
　
卜
部

神
道
（
上
）』
東
京
、
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
五
〜
一
七
頁
）。
そ
の
た

め
、
美
馬
順
三
の
典
拠
は
『
日
本
書
紀
』
で
は
な
く
、
吉
田
神
道
の
思

想
の
影
響
を
受
け
た
江
戸
期
の
史
料
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
節
用
集
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
106
）　E

n
g
elb

ert 
K
a
em

p
fer, 

T
h
e 
H
isto
ry
 
o
f 
J
a
p
a
n
. 

L
o
n
d
o
n
: 

P
rin

ted
 fo

r th
e T

ran
slato

r, 1728. F
acs. ed

. T
o
k
yo

, Y
u
sh

o
d
o
, 

1977, vo
l.1, p

p
.151-154.

（
107
）　F

ran
co

is 
C
aro

n
, 
B
esch

rijvin
gh

e 
van

 
h
et 

m
ach

tigh
 
C
o
n
-

in
ck

rijck
 
Ia

p
a
n
. 

in
: 
B
eg
in
 
en
d
e 
V
o
o
rtg
a
n
g
 
va
n
 
d
e 
V
er-

(03)355



356

een
igd
e 
N
eed
erla
n
d
tsch
e 
G
eoctroyeerd

e 
O
ost-In

d
isch
e 
C
om
-

p
a
g
n
ie. 

A
m
sterd

a
m
, 

1
6
4
5
. 

A
m
sterd

a
m
: 

T
h
ea

tru
m
 
O
rb

is 

T
erraru

m
, 1969, V

o
l.4, p

.146-147.
（
108
）　Ib

id
., p

.145.

（
109
）　
こ
の
歴
代
将
軍
表
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（
110
）　E

n
gelb

ert 
K
aem

p
fer, 

G
esch
ich
te 
u
n
d
 
B
esch
reibu

n
g 
von
 

Ja
pa
n
.A

u
s 

d
en

 
O
rigin

alh
an

d
sch

riften
 
d
es 

V
erfassers 

h
erau

s-

gegeb
en

 
vo

n
 
C
h
ristian

 
W

ilh
elm

 
D
o
h
m
, 
1777-1779. 

F
acs. 

ed
. 

S
tu
ttgart: 

F
. 
A
. 
B
ro

ck
h
au

s, 
1982, 

p
.163

の
原
文
で
はd
ie 

gan
ze 

G
esch

ich
te 

u
n
d
 
C
h
ro

n
o
lo

g
ie 

v
o
n
 
Ja

p
a
n
 
in

 
d
rei 

E
p
o
ch

en
 

ab
zu

th
eilen

, 
d
ie 

fab
elh

afte 
n
am

lich
, 
d
ie 

zw
eifelh

afte 
u
n
d
 
d
ie 

gew
isse

と
な
っ
て
い
る
。

（
111
）　
ケ
ン
ペ
ル
の
キ
リ
ス
ト
教
的
史
観
に
つ
い
て
は
牧
健
二
『
西
洋
人

の
見
た
日
本
史
』
東
京
、
弘
文
堂
、
一
九
四
九
年
を
参
照
。

（
112
）　
東
京
、
講
談
社
、
一
九
七
五
年
の
復
刻
版
を
利
用
し
た
。

（
113
）　P

h
ilip

p
 
F
ra

n
z 

v
o
n
 
S
ieb

o
ld

, 
N
ip
p
o
n
. 
A
rch
iv 
zu
r 
B
es-

ch
reibu

n
g 
von
 
Ja
pa
n
. 

L
eyd

en
, 

1832. 
F
acs. 

ed
. 

T
o
k
yo

: 
K
o
-

d
an

sh
a, 1975. T

extb
an

d
 I, p

.538.

（
114
）　Ibid

., 
T
extb

an
d
 
I, 

p
p
.543-588.

　
和
訳
に
は
斎
藤
信
・
金
本
正

之
訳
『
日
本
』
第
二
巻
、
東
京
、
雄
松
堂
書
店
、
一
九
七
八
年
を
利
用

し
た
。

（
115
）　F

ran
co

is C
aro

n
, op. cit., V

o
l.4, p

.147.

（
116
）　K

aem
p
fer, op. cit., p

.173-248.

（
117
）　
前
掲
『
日
本
』
第
二
巻
、
一
七
〜
一
九
頁
。

（
118
）　R

u
th
erfo

rd
 
A
lco

ck
, 
T
h
e 
C
a
pita
l 
of 
th
e 
T
ycoon

. 
L
o
n
d
o
n
 
: 

L
o
n
gm

an
, 

G
reen

, 
L
o
n
gm

an
,R

o
b
erts 

&
 
G
reen

, 
1863, 

vo
l.2,  

p
.233.

（
119
）　Ibid

., vo
l.2, p

.239.

（
120
）　Ibid

., vo
l.1, p

p
.231-22.
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